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(57)【要約】
【課題】視認者にとって裸眼での３次元表示を可能とす
る距離（表示画面と視認者の目との距離）範囲を拡大し
、且つ消費電力を低減する。
【解決手段】視認者と表示パネルとの距離に応じてシャ
ッターパネルにおける視差バリアを最適な配置となるよ
う制御する。具体的には、複数の光学シャッター領域に
よる透光状態または遮光状態及び画素における表示素子
単位を、保持状態毎に選択的に切り替えて適宜最適な視
差バリアを形成する。また保持状態は、液晶層を挟持す
る電極の少なくとも一方の電極が酸化物半導体を半導体
層に有するトランジスタに接続され、当該トランジスタ
を非導通状態とすることで実現するものである。
【選択図】図１



(2) JP 2012-190017 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素がマトリクス状に設けられた表示パネルと、
　前記表示パネルの短軸または長軸方向に平行に第１の電極、及び当該第１の電極に接続
され、半導体層に酸化物半導体を有するトランジスタ、が設けられた第１の基板と、第２
の電極が設けられた第２の基板と、前記第１の電極及び前記第２の電極に挟持された液晶
層と、を有し、前記第１の電極に印加する第１の電圧及び前記第２の電極に印加する第２
の電圧により前記液晶層の配向状態を変化させることで透光状態または遮光状態を選択的
に切り替えて複数の光学シャッター領域とするシャッターパネルと、を有し、
　前記シャッターパネルは、前記光学シャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状
態で保持する第１の保持状態、若しくは前記第１の保持状態とは異なり、且つ前記光学シ
ャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態で保持する第２の保持状態を有し、
　前記第１の保持状態及び前記第２の保持状態における、前記第１の電圧の保持は前記ト
ランジスタを非導通状態とすることで行われる表示装置。
【請求項２】
　複数の画素がマトリクス状に設けられた表示パネルと、
　前記表示パネルの短軸または長軸方向に平行に第１の電極、及び当該第１の電極に接続
され、半導体層に酸化物半導体を有するトランジスタ、が設けられた第１の基板と、一面
に第２の電極が設けられた第２の基板と、前記第１の電極及び前記第２の電極に挟持され
た液晶層と、を有し、前記第１の電極に印加する第１の電圧及び前記第２の電極に印加す
る第２の電圧により前記液晶層の配向状態を変化させることで透光状態または遮光状態を
選択的に切り替えて複数の光学シャッター領域とするシャッターパネルと、を有し、
　前記シャッターパネルは、前記光学シャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状
態で保持する第１の保持状態、若しくは前記第１の保持状態とは異なり、且つ前記光学シ
ャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態で保持する第２の保持状態を有し、
　前記第１の保持状態及び前記第２の保持状態における、前記第１の電圧の保持は前記ト
ランジスタを非導通状態とすることで行われる表示装置。
【請求項３】
　複数の画素がマトリクス状に設けられた表示パネルと、
　前記表示パネルの長軸方向に平行に第１の電極、及び当該第１の電極に接続され、半導
体層に酸化物半導体を有する第１のトランジスタ、が設けられた第１の基板と、前記表示
パネルの短軸方向に平行に第２の電極、及び当該第２の電極に接続され、半導体層に酸化
物半導体を有する第２のトランジスタ、が設けられた第２の基板と、前記第１の電極及び
前記第２の電極に挟持された液晶層と、を有し、前記第１の電極に印加する第１の電圧及
び前記第２の電極に印加する第２の電圧により前記液晶層の配向状態を変化させることで
透光状態または遮光状態を選択的に切り替えて複数の光学シャッター領域とするシャッタ
ーパネルと、を有し、
　前記シャッターパネルは、前記光学シャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状
態で保持する第１の保持状態、若しくは前記第１の保持状態とは異なり、且つ前記光学シ
ャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態で保持する第２の保持状態を有し、
　前記第１の保持状態及び前記第２の保持状態における、前記第１の電圧及び前記第２の
電圧の保持は前記第１のトランジスタ及び第２のトランジスタを非導通状態とすることで
行われる表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第１の保持状態は、前記表示パネルが複数の前記画素のそれぞれを表示素子単位と
して表示を行い、
　前記第２の保持状態は、前記表示パネルが複数の前記画素の少なくとも２つを表示素子
単位として表示を行う、表示装置。
【請求項５】
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　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記表示パネルから光が放出される方向に前記シャッターパネルが設けられる表示装置
。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記第１の電圧は、前記表示パネルと視認者との距離に応じて書き換えられる表示装置
。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　視認者と前記表示装置の距離を測定するセンサを有し、
　前記センサで測定された距離に応じて、前記光学シャッター領域毎の透光状態または遮
光状態を選択し、前記第１の電圧を書き換える表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、表示装置に関する。特に、３次元表示が可能な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
テレビ受像機などの大型表示装置から携帯電話などの小型表示装置に至るまで表示装置の
普及が進んでいる。今後は、より付加価値の高い製品が求められており開発が進められて
いる。近年では、より臨場感のある画像を再現するため、３次元表示が可能な表示装置の
開発が進められている。
【０００３】
３次元表示を行う表示方式としては、左目で見る画像と右目で見る画像とを分離するため
の眼鏡を用いる方式（画像分離方式ともいう）と、表示部において左目で見る画像と右目
で見る画像を分離するための構成を追加し裸眼での３次元表示を可能にする裸眼方式と、
がある。裸眼方式による３次元表示は、眼鏡を別途準備する必要がなく、利便性に優れて
いる。裸眼方式による３次元表示は、携帯電話や携帯型遊技機等で普及しつつある。
【０００４】
裸眼方式による３次元表示としては、表示部に視差バリアを追加する、所謂視差バリア方
式（パララックスバリア方式とも言う）が知られている。視差バリア方式における視差バ
リアはストライプ状の遮光部であり、３次元表示から２次元表示に切り替えた際に解像度
を低下させる原因になる。そのため視差バリア方式では、２次元表示と３次元表示とを切
り替える場合に、パターニングされた透明電極を有する液晶パネルを用い、当該透明電極
に印加する電圧を制御することで液晶層による透光または遮光を制御し、視差バリアの有
無を切り替える構成が提案されている（特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２５８０１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、視差バリア方式にて３次元表示を行うには、表示画面と視認者の目とが特
定の距離にある必要がある。
【０００７】
また視差バリア方式における、液晶層による視差バリアを形成する際、当該液晶層へ印加
する電圧を保持し続けるためには外部から電圧を印加し続ける必要がある。そのため、表
示装置における消費電力が増加してしまう。
【０００８】
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そこで、本発明の一態様は、視認者にとって裸眼での３次元表示を可能とする距離（表示
画面と視認者の目との距離）範囲を拡大し、且つ消費電力を低減することを課題の一とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の一態様は、視認者と表示パネルとの距離に応じてシャッターパネルにおける視差
バリアを最適な配置となるよう制御する。具体的には、複数の光学シャッター領域による
透光状態または遮光状態及び画素における表示素子単位を、保持状態毎に選択的に切り替
えて適宜最適な視差バリアを形成する。また保持状態は、液晶層を挟持する電極の少なく
とも一方の電極が酸化物半導体を半導体層に有するトランジスタに接続され、当該トラン
ジスタを非導通状態とすることで実現するものである。
【００１０】
本発明の一形態は、複数の画素がマトリクス状に設けられた表示パネルと、表示パネルの
短軸または長軸方向に平行に第１の電極、及び当該第１の電極に接続され、半導体層に酸
化物半導体を有するトランジスタ、が設けられた第１の基板と、第２の電極が設けられた
第２の基板と、第１の電極及び第２の電極に挟持された液晶層と、を有し、第１の電極に
印加する第１の電圧及び第２の電極に印加する第２の電圧により液晶層の配向状態を変化
させることで透光状態または遮光状態を選択的に切り替えて光学シャッター領域とするシ
ャッターパネルと、を有し、シャッターパネルは、光学シャッター領域のそれぞれを透光
状態または遮光状態で保持する第１の保持状態、若しくは第１の保持状態とは異なり、且
つ光学シャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態で保持する第２の保持状態を
有し、第１の保持状態及び第２の保持状態における、第１の電圧の保持はトランジスタを
非導通状態とすることで行われる表示装置である。
【００１１】
本発明の一形態は、複数の画素がマトリクス状に設けられた表示パネルと、表示パネルの
短軸または長軸方向に平行に第１の電極、及び当該第１の電極に接続され、半導体層に酸
化物半導体を有するトランジスタ、が設けられた第１の基板と、一面に第２の電極が設け
られた第２の基板と、第１の電極及び第２の電極に挟持された液晶層と、を有し、第１の
電極に印加する第１の電圧及び第２の電極に印加する第２の電圧により液晶層の配向状態
を変化させることで透光状態または遮光状態を選択的に切り替えて光学シャッター領域と
するシャッターパネルと、を有し、シャッターパネルは、光学シャッター領域のそれぞれ
を透光状態または遮光状態で保持する第１の保持状態、若しくは第１の保持状態とは異な
り、且つ光学シャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態で保持する第２の保持
状態を有し、第１の保持状態及び第２の保持状態における、第１の電圧の保持はトランジ
スタを非導通状態とすることで行われる表示装置である。
【００１２】
本発明の一形態は、複数の画素がマトリクス状に設けられた表示パネルと、表示パネルの
長軸方向に平行に第１の電極、及び当該第１の電極に接続され、半導体層に酸化物半導体
を有する第１のトランジスタ、が設けられた第１の基板と、表示パネルの短軸方向に平行
に第２の電極、及び当該第２の電極に接続され、半導体層に酸化物半導体を有する第２の
トランジスタ、が設けられた第２の基板と、第１の電極及び第２の電極に挟持された液晶
層と、を有し、第１の電極に印加する第１の電圧及び第２の電極に印加する第２の電圧に
より液晶層の配向状態を変化させることで透光状態または遮光状態を選択的に切り替えて
光学シャッター領域とするシャッターパネルと、を有し、シャッターパネルは、光学シャ
ッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態で保持する第１の保持状態、若しくは第
１の保持状態とは異なり、且つ光学シャッター領域のそれぞれを透光状態または遮光状態
で保持する第２の保持状態を有し、第１の保持状態及び第２の保持状態における、第１の
電圧及び第２の電圧の保持は第１のトランジスタ及び第２のトランジスタを非導通状態と
することで行われる表示装置である。
【００１３】
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本発明の一形態において、第１の保持状態は、表示パネルが複数の画素のそれぞれを表示
素子単位として表示を行い、第２の保持状態は、表示パネルが複数の画素の少なくとも２
つを表示素子単位として表示を行う、表示装置が好ましい。
【００１４】
本発明の一形態において、表示パネルから光が放出される方向にシャッターパネルが設け
られる表示装置が好ましい。
【００１５】
本発明の一形態において、第１の電圧は、表示パネルと視認者との距離に応じて書き換え
られる表示装置が好ましい。
【００１６】
本発明の一形態において、視認者と表示装置の距離を測定するセンサを有し、センサで測
定された距離に応じて、光学シャッター領域毎の透光状態または遮光状態を選択し、第１
の電圧を書き換える表示装置が好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
本発明の一態様により、視認者にとって裸眼での３次元表示を可能とする距離範囲を拡大
し、且つ消費電力を低減することができる。そのため、利便性に優れた表示装置を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】表示装置の模式図。
【図２】表示装置の模式図。
【図３】表示装置と視認者の関係を説明する模式図。
【図４】表示装置と視認者の関係を説明する模式図。
【図５】表示装置の利用形態図及びブロック図。
【図６】利用形態のフローチャート図。
【図７】シャッターパネルの具体的な構成を示す図。
【図８】シャッターパネルの具体的な構成を示す図。
【図９】シャッターパネルの作製方法を示す図。
【図１０】表示パネルの一態様を説明する図。
【図１１】表示パネルの一態様を説明する図。
【図１２】電子機器の一態様を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多くの
異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することな
くその形態を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施
の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する本発明の構
成において、同じものを指し示す符号は異なる図面間において共通とする。
【００２０】
なお、各実施の形態の図面等において示す各構成の、大きさ、層の厚さ、信号波形、また
は領域は、明瞭化のために誇張されて表記している場合がある。よって、必ずしもそのス
ケールに限定されない。
【００２１】
なお、本明細書等にて用いる第１、第２、第３、乃至第Ｎ（Ｎは自然数）という用語は、
構成要素の混合を避けるために付したものであり、数的に限定するものではないことを付
記する。なお自然数は特に断りのない限り、１以上として説明する。
【００２２】
（実施の形態１）
まず、本発明の一態様の表示装置について図１乃至６を参照して説明する。
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【００２３】
図１（Ａ）は、本発明の一態様の表示装置を示す模式図である。図１（Ａ）に示す表示装
置は、表示パネル１０及びシャッターパネル２０を有する。また、図１（Ａ）では、視認
者による視認の状況を表すため、視認者の左目３１及び右目３２を示している。表示パネ
ル１０からの光は、表示パネル１０に重畳して設けられるシャッターパネル２０を介して
視認者の左目３１及び右目３２で視認される。シャッターパネル２０は、表示パネル１０
の視認の際に視差バリアを形成することで、視認者の左目３１及び右目３２に両眼視差を
生じさせ視認者に３次元表示を知覚させることができる。
【００２４】
図１（Ａ）に示す表示パネル１０は、マトリクス状に設けられた複数の画素１００を有す
る。表示パネル１０は、一例として、液晶素子を画素１００に有する液晶表示パネルまた
はＥＬ素子を画素１００に有するＥＬ表示パネルである。
【００２５】
なお画素とは、明るさを制御できる要素である複数の副画素を組み合わせた表示素子単位
に相当するものとする。なお複数の副画素（サブ画素ともいう）としては、カラー画像を
表示するための組み合わせとなるＲ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）の色要素の明るさを制御でき
る表示素子単位となる。ただし、カラー画像を表示するための色要素は、ＲＧＢの三色に
限定されず、三色以上を用いても良いし、ＲＧＢ以外の色を用いても良い。
【００２６】
図１（Ａ）に示すシャッターパネル２０は、表示パネル１０から光が放出される方向、す
なわち視認者の左目３１及び右目３２がある側に設けられている。シャッターパネル２０
は、第１の基板２０Ａ、第２の基板２０Ｂ及び第１の基板２０Ａ及び第２の基板２０Ｂに
挟持される液晶層（図示せず）を有する。
【００２７】
第１の基板２０Ａは、ストライプ状に設けられた複数の第１の電極２０１、第１の電極２
０１にソースまたはドレインの一方が接続されたトランジスタ２０２、及びトランジスタ
２０２の導通状態または非導通状態を制御する制御回路２０３を有する。
【００２８】
第２の基板２０Ｂは、一面に設けられた第２の電極２０４を有する。
【００２９】
第１の基板２０Ａは、第１の電極２０１及びトランジスタ２０２を形成することができ、
且つ透光性を有する基板である。また第２の基板２０Ｂは、第２の電極２０４を形成する
ことができ、且つ透光性を有する基板である。第１の基板２０Ａ及び第２の基板２０Ｂは
、一例として、ガラス基板又は石英基板である。
【００３０】
第１の電極２０１及び第２の電極２０４は、透光性及び導電性を有する材料で形成される
。第１の電極２０１及び第２の電極２０４の材料は、一例として、酸化インジウム酸化ス
ズ合金（Ｉｎ２Ｏ３―ＳｎＯ２、ＩＴＯと略記する）である。
【００３１】
制御回路２０３は、本実施の形態では第１の基板２０Ａ上に設ける構成として説明するが
、必ずしも第１の基板２０Ａ上に設ける必要はない。また、制御回路２０３は、トランジ
スタで形成することで第１の基板２０Ａ上に設けることができる。
【００３２】
ストライプ状に設けられる第１の電極２０１は、表示パネル１０の短軸または長軸方向に
平行に設ける構成とすればよい。なお表示パネル１０の短軸または長軸方向は、具体的に
は、表示パネル１０においてマトリクス状に画素１００が設けられる縦方向または横方向
のことをいう。なおストライプ状に設けられる第１の電極２０１は、表示パネル１０にお
いてマトリクス状に画素１００が設けられる斜め方向に延在する方向や、ジグザグ状（ノ
コギリ歯状）にして縦方向または横方向に設ける構成とすることも可能である。
【００３３】
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トランジスタ２０２は、半導体層に酸化物半導体を有するトランジスタである。なお酸化
物半導体には、真性（Ｉ型ともいう）、または実質的に真性である半導体であり、キャリ
アの数が極めて少なく、キャリア濃度は、１×１０１４／ｃｍ３未満、好ましくは１×１
０１２／ｃｍ３未満、さらに好ましくは１×１０１１／ｃｍ３未満である材料を、用いる
。
【００３４】
上記酸化物半導体をチャネル形成領域に含むトランジスタのオフ電流は、チャネル幅１μ
ｍあたり１００ｙＡ（１×１０－２２Ａ）以下、好ましくはチャネル幅１μｍあたり１０
ｙＡ（１×１０－２３Ａ）以下、さらに好ましくはチャネル幅１μｍあたり１ｙＡ（１×
１０－２４Ａ）以下とすることができる。
【００３５】
なお本明細書で説明するオフ電流とは、トランジスタが非導通状態のときに、ソースとド
レインの間に流れる電流をいう。ｎチャネル型のトランジスタ（例えば、しきい値電圧が
０乃至２Ｖ程度）では、ゲートとソースとの間に印加される電圧が負の電圧の場合に、ソ
ースとドレインとの間を流れる電流のことをいう。
【００３６】
以下の説明ではトランジスタ２０２の半導体層が有する半導体材料として、上記のような
利点を有する酸化物半導体を用いる場合を例に挙げている。なお図面において、酸化物半
導体をチャネル形成領域に用いたトランジスタであることを明確にするためにトランジス
タを示す回路記号には”ＯＳ”の文字を付すこともある。
【００３７】
トランジスタ２０２の導通状態または非導通状態を制御する制御回路２０３は、トランジ
スタ２０２のゲート、及びソースまたはドレインの他方に接続され、第１の電極２０１に
供給する第１の電圧を制御する回路である。具体的に制御回路２０３は、トランジスタ２
０２を導通状態として第１の電極２０１で保持する第１の電圧を供給、またはトランジス
タ２０２を非導通状態として第１の電極２０１で第１の電圧を保持するよう制御する回路
である。
【００３８】
第２の基板２０Ｂの一面に設けられた第２の電極２０４は、第１の基板２０Ａの第１の電
極２０１と液晶層を挟んで向かい合うよう設けられる。なお第２の電極２０４が一面に設
けられるとは、第１の電極２０１が設けられる面に対して一面に設けられることをいい、
第２の基板２０Ｂの一方の面の全面に設けられるものではない。第２の電極２０４は、液
晶層の配向を制御する際の基準電圧となる第２の電圧が供給される。
【００３９】
前述の第１の電圧は、第２の電極２０４の第２の電圧との間で液晶層の配向を透光状態ま
たは遮光状態とするよう制御できる電圧である。従って、液晶層に用いる液晶材料に応じ
て適宜電圧を調整すればよい。なお液晶層によってシャッターパネル２０の全面を透光状
態とすることで精細度を低下させることなく２次元表示をすることができ、液晶層によっ
てシャッターパネル２０に適宜遮光状態を形成して視差バリアとすることで３次元表示を
することができる。
【００４０】
次いで図１（Ｂ）は、図１（Ａ）におけるシャッターパネル２０に付した一点鎖線Ａ－Ｂ
間の簡単な断面図である。図１（Ｂ）に示す断面図では、第１の基板２０Ａ上にトランジ
スタ２０２及び制御回路２０３を設けている。トランジスタ２０２上に絶縁層２１２が設
けられる。絶縁層２１２上は平坦化され、トランジスタ２０２のソースまたはドレインの
一方に接続された第１の電極２０１が設けられる。また、第２の基板２０Ｂの一面には第
２の電極２０４が設けられる。上述したように第１の電極２０１と第２の電極２０４とで
液晶層２１１を挟持し、第１の電極２０１に印加される第１の電圧及び第２の電極２０４
に印加される第２の電圧を制御することで、液晶層による配向を制御し、透光状態または
遮光状態を制御することができる。
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【００４１】
また図１（Ｃ）は、図１（Ａ）におけるシャッターパネル２０に付した一点鎖線Ｃ－Ｄ間
の簡単な断面図である。図１（Ｃ）に示す断面図では、第１の基板２０Ａ上に絶縁層２１
２が設けられる。絶縁層２１２上は平坦化され、ストライプ状の第１の電極２０１が設け
られる。また、第２の基板２０Ｂの一面には第２の電極２０４が設けられる。上述したよ
うに第１の電極２０１と第２の電極２０４とで液晶層２１１を挟持し、第１の電極２０１
に印加される第１の電圧及び第２の電極２０４に印加される第２の電圧を制御することで
、液晶層による配向を制御し、透光状態または遮光状態を制御することができる。
【００４２】
なおトランジスタ２０２は、上述したように、半導体層２１３に酸化物半導体を有する。
従って、オフ電流が極めて低いトランジスタとすることができる。従って一度第１の電極
２０１に供給した第１の電圧は、トランジスタ２０２を非導通状態とすることで保持し続
けることが可能になる。従って繰り返し第１の電圧を第１の電極２０１に供給することな
く、第１の電極２０１と第２の電極２０４とによって液晶層２１１の配向を保持し続ける
ことができ、低消費電力化を図ることができる。
【００４３】
図１（Ｂ）、（Ｃ）で示した、第１の電極２０１と第２の電極２０４とで挟持される液晶
層２１１は、光学シャッター領域２１４を形成している。光学シャッター領域２１４は、
図１（Ｂ）では１つのみであるが、シャッターパネル２０内では図１（Ｃ）に示すように
第１の電極２０１と第２の電極２０４とで液晶層２１１を挟持する領域が相当する領域で
あり、そのため複数設けられるものとなる。シャッターパネル２０には、ストライプ状に
設けた第１の電極２０１の形状に応じて、ストライプ状の複数の光学シャッター領域２１
４が形成されることとなる。
【００４４】
なお光学シャッター領域２１４は、３次元表示を行う視差バリア方式での視差バリアとし
て機能させることができる。本実施の形態における光学シャッター領域２１４は、印加す
る電圧を適宜設定することで液晶層２１１の透光状態及び遮光状態を設定し、所望の場所
に視差バリアとなる光学シャッター領域２１４による遮光領域を形成することができる。
具体的には、例えば視認者と表示装置が第１の距離となる第１の保持状態では、光学シャ
ッター領域により３次元表示可能な視差バリアを形成し、視認者と表示装置が第２の距離
となる第２の保持状態では、光学シャッター領域を、第１の保持状態とは異なる状態に設
定することにより３次元表示可能な視差バリアを形成する。すなわち、視認者と表示装置
との距離に応じて、複数の光学シャッター領域での透光状態及び遮光状態を制御して、所
望の場所に光学シャッター領域２１４による視差バリアを形成することができる。言い換
えれば、本実施の形態で説明する光学シャッター領域２１４を有するシャッターパネル２
０は、視差バリアを視認者の視認の状態に応じて可変にできるものである。そのため本実
施の形態の構成により、視認者にとって裸眼での３次元表示を可能とする距離範囲を拡大
することができる。
【００４５】
なお本実施の形態で説明する第１の電極２０１の幅（ストライプ状を形成する際の第１の
電極２０１の短軸方向の長さ）は、画素１００の繰り返し単位のピッチより短く設計する
ことが好ましい。こうして設計される本実施の形態で説明する光学シャッター領域は、視
差バリアとなる光学シャッター領域の幅の調整を容易に行うことができる。
【００４６】
なお図１（Ｂ）、（Ｃ）では図示していないが、第１の基板２０Ａにおける第１の電極２
０１が設けられてない側の面、及び第２の基板２０Ｂにおける第２の電極２０４が設けら
れていない側の面には、偏光板が設けられている。
【００４７】
次いで、図１（Ａ）乃至（Ｃ）と異なる構成について図２（Ａ）乃至（Ｃ）に示し、説明
する。図２（Ａ）乃至図（Ｃ）と図１（Ａ）乃至（Ｃ）との違いは、第２の電極２０４の



(9) JP 2012-190017 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

形状が異なり、且つ第２の基板２０Ｂ上にトランジスタ２０５、及び当該トランジスタを
制御する制御回路２０６を具備する点にある。
【００４８】
図２（Ａ）は、図１（Ａ）と同様にして、本発明の一態様の表示装置を示す模式図である
。第２の基板２０Ｂは、ストライプ状に設けられた複数の第２の電極２０４、第２の電極
２０４にソースまたはドレインの一方が接続されたトランジスタ２０５、及びトランジス
タ２０５の導通状態または非導通状態を制御する制御回路２０６を有する。
【００４９】
トランジスタ２０５は、トランジスタ２０２と同様に、半導体層に酸化物半導体を有する
トランジスタである。従ってトランジスタのオフ電流は、チャネル幅１μｍあたり１００
ｙＡ（１×１０－２２Ａ）以下、好ましくはチャネル幅１μｍあたり１０ｙＡ（１×１０
－２３Ａ）以下、さらに好ましくはチャネル幅１μｍあたり１ｙＡ（１×１０－２４Ａ）
以下とすることができる。
【００５０】
制御回路２０６は、本実施の形態では第２の基板２０Ｂ上に設ける構成として説明するが
、必ずしも第２の基板２０Ｂ上に設ける必要はない。また、制御回路２０６は、トランジ
スタで形成することで第２の基板２０Ｂ上に形成することができる。
【００５１】
トランジスタ２０５の導通状態または非導通状態を制御する制御回路２０６は、トランジ
スタ２０５のゲート及びソースまたはドレインの他方に接続され、第２の電極２０４に供
給する第２の電圧を制御する回路である。具体的に制御回路２０６は、トランジスタ２０
５を導通状態として第２の電極２０４で保持する第２の電圧を供給、またはトランジスタ
２０５を非導通状態として第２の電極２０４で第２の電圧を保持するよう制御する回路で
ある。
【００５２】
ストライプ状に設けられた第２の電極２０４は、表示パネル１０の短軸または長軸方向に
平行に、且つ第１の基板２０Ａの第１の電極２０１と液晶層を挟んで直交して向かい合う
よう設けられる。第２の電極２０４は、液晶層の配向を制御する際の基準電圧となる第２
の電圧が供給される。なお液晶層によってシャッターパネル２０の全面を透光状態とする
ことで精細度を低下させることなく２次元表示をすることができ、液晶層によってシャッ
ターパネル２０に適宜遮光状態を形成して視差バリアとすることで３次元表示をすること
ができる。
【００５３】
次いで図２（Ｂ）は、図２（Ａ）におけるシャッターパネル２０に付した一点鎖線Ａ－Ｂ
間の簡単な断面図である。図２（Ｂ）に示す断面図では、第１の基板２０Ａ上にトランジ
スタ２０２及び制御回路２０３を設けている。トランジスタ２０２上に絶縁層２１２が設
けられる。絶縁層２１２上は平坦化され、トランジスタ２０２のソースまたはドレインの
一方に接続された第１の電極２０１が設けられる。また図２（Ｂ）に示す断面図では、第
２の基板２０Ｂ上に絶縁層２１６が設けられる。絶縁層２１６上は平坦化され、ストライ
プ状の第２の電極２０４が設けられる。上述したように第１の電極２０１と第２の電極２
０４とで液晶層２１１を挟持し、第１の電極２０１に印加される第１の電圧及び第２の電
極２０４に印加される第２の電圧を制御することで、液晶層２１１による配向を制御し、
透光状態または遮光状態を制御することができる。
【００５４】
また図２（Ｃ）は、図２（Ａ）におけるシャッターパネル２０に付した一点鎖線Ｃ－Ｄ間
の簡単な断面図である。図２（Ｃ）に示す断面図では、第１の基板２０Ａ上に絶縁層２１
２が設けられる。絶縁層２１２上は平坦化され、ストライプ状の第１の電極２０１が設け
られる。また図２（Ｃ）に示す断面図では、第２の基板２０Ｂ上にトランジスタ２０５及
び制御回路２０６を設けている。トランジスタ２０５上に絶縁層２１６が設けられる。絶
縁層２１６上は平坦化され、トランジスタ２０５のソースまたはドレインの一方に接続さ
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れた第２の電極２０４が設けられる。上述したように第１の電極２０１と第２の電極２０
４とで液晶層２１１を挟持し、第１の電極２０１に印加される第１の電圧及び第２の電極
２０４に印加される第２の電圧を制御することで、液晶層による配向を制御し、透光状態
または遮光状態を制御することができる。
【００５５】
なおトランジスタ２０２は、上述したように、半導体層２１３に酸化物半導体を有する。
従って、オフ電流が極めて低いトランジスタとすることができる。従って一度第１の電極
２０１に供給した第１の電圧は、トランジスタ２０２を非導通状態とすることで保持し続
けることが可能になる。またトランジスタ２０５は、上述したように、半導体層２１５に
酸化物半導体を有する。従って、オフ電流が極めて低いトランジスタとすることができる
。従って一度第２の電極２０４に供給した第２の電圧は、トランジスタ２０５を非導通状
態とすることで保持し続けることが可能になる。従って繰り返し第１の電圧を第１の電極
２０１に供給すること、及び繰り返し第２の電圧を第２の電極２０４に供給することなく
、第１の電極２０１と第２の電極２０４とによって液晶層２１１の配向を保持し続けるこ
とができ、低消費電力化を図ることができる。
【００５６】
図２（Ｂ）、（Ｃ）で示した、第１の電極２０１と第２の電極２０４とで挟持される液晶
層２１１は、光学シャッター領域２１４を形成している。光学シャッター領域２１４は、
シャッターパネル２０内では図２（Ｂ）、（Ｃ）に示すように第１の電極２０１と第２の
電極２０４とで液晶層２１１を挟持する領域が相当する領域であり、そのため複数設けら
れるものとなる。シャッターパネル２０には、ストライプ状に設けた第１の電極２０１と
第２の電極２０４とが重畳する領域毎に、複数の光学シャッター領域が形成されることと
なる。
【００５７】
なお光学シャッター領域２１４は、３次元表示を行う視差バリア方式での視差バリアとし
て機能させることができる。本実施の形態における光学シャッター領域２１４は、印加す
る電圧を適宜設定することで液晶層２１１の透光状態及び遮光状態を設定し、所望の場所
に視差バリアとなる光学シャッター領域２１４による遮光領域を形成することができる。
具体的には、例えば視認者と表示装置が第１の距離となる第１の保持状態では、光学シャ
ッター領域により３次元表示可能な視差バリアを形成し、視認者と表示装置が第２の距離
となる第２の保持状態では、光学シャッター領域を、第１の保持状態とは異なる状態に設
定することにより３次元表示可能な視差バリアを形成する。すなわち、視認者と表示装置
との距離に応じて、複数の光学シャッター領域での透光状態及び遮光状態を制御して、所
望の場所に光学シャッター領域２１４による視差バリアを形成することができる。言い換
えれば、本実施の形態で説明する光学シャッター領域２１４を有するシャッターパネル２
０は、視差バリアを視認者の視認の状態に応じて可変にできるものである。そのため本実
施の形態の構成により、視認者にとって裸眼での３次元表示を可能とする距離範囲を拡大
することができる。
【００５８】
なお本実施の形態で説明する第２の電極２０４の幅（ストライプ状を形成する際の第２の
電極２０４の短軸方向の長さ）は、画素１００の繰り返し単位のピッチより短く設計する
ことが好ましい。こうして設計される本実施の形態で説明する光学シャッター領域は、視
差バリアとなる光学シャッター領域の幅の調整を容易に行うことができる。
【００５９】
なお図２（Ｂ）、（Ｃ）では図示していないが、第１の基板２０Ａにおける第１の電極２
０１が設けられてない側の面、及び第２の基板２０Ｂにおける第２の電極２０４が設けら
れていない側の面には、偏光板が設けられている。
【００６０】
上記図１（Ａ）乃至（Ｃ）、及び図２（Ａ）乃至（Ｃ）の構成により、光学シャッター領
域を可変にすることができ、３次元表示が可能な範囲を拡大することができる。次いで視
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認者と表示装置との距離変更に伴う３次元表示が可能な範囲を拡大するための表示パネル
の動作、すなわちストライプ状の複数の光学シャッター領域の遮光状態の調整、及び表示
素子単位の調整をし、３次元表示が可能な範囲を拡大する例を図３（Ａ）、（Ｂ）及び図
４（Ａ）乃至（Ｃ）で説明する。
【００６１】
図３（Ａ）は、図１（Ａ）における表示装置の面Ｘ－Ｙでの断面の構成を示す模式図であ
る。本実施の形態に係る表示パネル１０においては、複数の画素のそれぞれを表示素子単
位として、３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ６）を行う画素に隣接する画素において３次元用
右目表示（Ｒ１～Ｒ６）を行うことが可能である。なお、３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ６
）または３次元用右目表示（Ｒ１～Ｒ６）を行う画素のそれぞれは、赤色表示を行う副画
素（Ｒ）、緑色表示を行う副画素（Ｇ）、青色表示を行う副画素（Ｂ）を有する。さらに
、本実施の形態に係るシャッターパネル２０においては、左目３１には３次元用左目表示
（Ｌ１～Ｌ６）を行う画素のみが視認され、右目３２には３次元用右目表示（Ｒ１～Ｒ６
）を行う画素のみが視認されるように制御することが可能である。具体的には、左目３１
と３次元用右目表示（Ｒ１～Ｒ６）を行う画素の間に存在する光学シャッター領域及び右
目３２と３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ６）を行う画素の間に存在する光学シャッター領域
を遮光状態（図３（Ａ）中、黒色部２１４Ａ）とし、それ以外の領域を透光状態（図３（
Ａ）中、白色部２１４Ｂ）とする。
【００６２】
これにより、視認者に両眼視差を作り出すことが可能である。したがって、本発明の一態
様に係る表示装置では、３次元表示を行うことが可能である。
【００６３】
また、本実施の形態に係る表示装置においては、図３（Ａ）に示す条件とは視認者と表示
装置の距離が異なる条件においても３次元表示を視認者に視認させることが可能である。
【００６４】
図３（Ｂ）は、視認者と表示装置の距離が図３（Ａ）に示す距離よりも近い場合における
本実施の形態に係る表示装置の構成を示す模式図である。本実施の形態に係る表示パネル
１０においては、２つの画素を表示素子単位として、３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ３）を
行う画素に隣接する画素において３次元用右目表示（Ｒ１～Ｒ３）を行うことが可能であ
る。具体的には、当該２つの画素に含まれる同色表示（赤、緑、青のいずれか）を行う２
つの副画素に対して共通の画像信号を供給することによって、２つの画素を表示素子単位
とすることが可能である。さらに、本実施の形態に係るシャッターパネル２０においては
、左目３１には３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ３）を行う画素のみが視認され、右目３２に
は３次元用右目表示（Ｒ１～Ｒ３）を行う画素のみが視認されるように制御することが可
能である。具体的には、左目３１と３次元用右目表示（Ｒ１～Ｒ３）を行う画素の間に存
在する光学シャッター領域及び右目３２と３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ３）を行う画素の
間に存在する光学シャッター領域を遮光状態（図３（Ｂ）中、黒色部２１４Ａ）とし、そ
れ以外の領域を透光状態（図３（Ｂ）中、白色部２１４Ｂ）とする。
【００６５】
これにより、視認者に両眼視差を作り出すことが可能である。したがって、本発明の一態
様に係る表示装置では、視認者と表示装置の距離が異なる図３（Ａ）、（Ｂ）の２条件に
おいて３次元表示を行うことが可能である。すなわち、シャッターパネル２０でのストラ
イプ状の複数の光学シャッター領域の遮光状態の調整、及び表示パネル１０での表示素子
単位の調整をし、３次元表示が可能な範囲を拡大することができる。
【００６６】
なお、図３（Ａ）、（Ｂ）に示す条件において、シャッターパネル２０に形成される複数
の遮光状態（図３（Ａ）、（Ｂ）における複数の黒色部２１４Ａ）のそれぞれは、一つま
たは複数の光学シャッター領域によって構成される。すなわち、当該バリアは、一つの光
学シャッター領域によって構成されるとは限らない。
【００６７】
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また、図３（Ａ）、（Ｂ）においては、Ｒ、Ｇ、Ｂによって構成される画素を例示したが
、当該画素の構成はこれに限定されない。すなわち、それぞれが異なる色表示を行う３種
の副画素の組み合わせによって画素を構成することも可能である。また、それぞれが異な
る色表示を行う４種以上の副画素の組み合わせ（例えば、Ｒ、Ｇ、Ｂ、及びＹ（黄色表示
を行う副画素））によって画素を構成することも可能である。
【００６８】
また、図３（Ｂ）においては、３次元用左目表示（Ｌ１～Ｌ３）または３次元用右目表示
（Ｒ１～Ｒ３）を行う表示素子単位のそれぞれが有する６つの副画素の全てが赤色、緑色
、及び青色のいずれか一の表示を行う構成について示したが、当該６つの副画素の１～３
の副画素において黒表示（Ｋ）を行う構成とすることも可能である。例えば、当該表示素
子単位が有する２つの画素のうち一方が有する３つの副画素において赤色、緑色、及び青
色のいずれか一の表示を行い、他方が有する副画素において黒表示（Ｋ）を行う構成（図
４（Ａ）参照）とすることが可能である。また、当該表示素子単位が有する２つの画素の
うち表示に関与する副画素が、表示素子単位によって異なる構成（図４（Ｂ）参照）とす
ることも可能である。また、当該表示素子単位が有する２つの画素が有する６つの副画素
の４つにおいて赤色、緑色、及び青色のいずれか一の表示を行い、残りの２つの副画素に
おいて黒表示（Ｋ）を行う構成（図４（Ｃ）参照）とすることなどが可能である。なお、
図４（Ｃ）に示す構成の場合、特定の１色に関する表示を行う副画素のみが２つ存在し、
且つ他の２色に関する表示を行う副画素が１つ存在することになる。この場合には、３色
の輝度が均一になるようにそれぞれの副画素に入力される画像信号を調整することが好ま
しい。
【００６９】
当該表示装置が、発光素子の発光を副画素毎に制御する構成の表示装置（例えば、有機エ
レクトロルミネッセンスを利用した表示装置）である場合、図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）
に示すように部分的に黒表示（Ｋ）を行うことによって消費電力を低減することが可能で
ある。
【００７０】
また、図３（Ｂ）、図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のそれぞれにおいて、図３（Ａ）とシャ
ッターパネルに設けられる視差バリアの位置は異なるが、いずれにおいても３次元表示を
行うことが可能である。すなわち、図３（Ｂ）、図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のいずれの
条件としても、シャッターパネル２０でのストライプ状の複数の光学シャッター領域の遮
光状態の調整、及び表示パネル１０での表示素子単位の調整をし、３次元表示が可能な範
囲を拡大することができる。
【００７１】
また、図３（Ｂ）、図４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のそれぞれにおいては、表示素子単位が
２つの画素を有する構成について例示したが、当該表示素子単位が３以上の画素を有する
構成とすることも可能である。
【００７２】
次いで図５（Ａ）に、上記説明した本実施の形態における表示装置を視認者が用いる際の
利用形態に関する模式図について示す。
【００７３】
図５（Ａ）は、表示装置３００及び視認者３０１を示している。表示装置３００には、上
記説明した表示パネル及びシャッターパネルを具備する表示部３０２の他、距離センサ３
０３及び角度センサ３０４を有する。距離センサ３０３及び角度センサ３０４は、表示装
置３００と視認者３０１との距離を測定するための手段として設けられるものであり、こ
こでは距離測定のための一構成例として示したものである。
【００７４】
測定手段である距離センサ３０３及び角度センサ３０４は、表示装置３００と視認者３０
１との距離を測定する。なお距離の測定は、一例として、距離センサ３０３である赤外線
センサ等による距離検出と、角度センサであるジャイロセンサ等による角度検出等と、を



(13) JP 2012-190017 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

併せて、表示装置３００と視認者３０１との精度の高い距離の測定をすることが好ましい
。表示装置３００は、前述の距離に応じて上述したシャッターパネル２０での光学シャッ
ター領域２１４による視差バリアの幅を可変する構成とする。すなわち本実施の形態にお
ける表示装置は、視認者３０１が表示装置３００からの距離が一定とすることなく表示部
３０２を視認したとしても、視認者の左目及び右目の両眼視差を生じさせることにより、
視認者に３次元表示を知覚させることができる。
【００７５】
次いで図５（Ｂ）には、図５（Ａ）で説明した距離センサ３０３及び角度センサ３０４を
具備する表示装置３００のブロック図を示す。図５（Ｂ）に示す表示装置３００は、図５
（Ａ）で説明した表示部３０２、距離センサ３０３及び角度センサ３０４の他に、表示パ
ネル３１１、シャッターパネル３１２、アプリケーションプロセッサ３１３、表示パネル
制御回路３１４、シャッターパネル制御回路３１５、センサ制御回路３１６、画像データ
切り替え回路３１７、メモリ３１８と、を有する。
【００７６】
表示部３０２が有する表示パネル３１１及びシャッターパネル３１２は、上記図１または
図２で説明した表示パネル及びシャッターパネルである。そのため、上述した視認者との
距離が変化しても３次元表示をすることができる。また図５（Ｂ）に示す表示装置では、
一例として、入力される画像データに応じて、表示部３０２における２次元表示及び３次
元表示を切り替えることができるとする。
【００７７】
またセンサ制御回路３１６は、距離センサ３０３及び角度センサ３０４により視認者との
距離の測定を行うことができる。センサ制御回路３１６で取得された表示装置と視認者と
の距離に関するデータは、アプリケーションプロセッサ３１３に出力される。
【００７８】
アプリケーションプロセッサ３１３には、２次元表示または３次元表示をするための画像
データが外部より供給される。アプリケーションプロセッサ３１３は、外部より供給され
る画像データと、センサ制御回路３１６より供給される表示装置と視認者との距離に関す
るデータと、に応じて、画像データ切り替え回路３１７の制御をする。またアプリケーシ
ョンプロセッサ３１３は、画像データと、センサ制御回路３１６より供給される表示装置
と視認者との距離に関するデータと、に応じて、メモリ３１８からデータを読み出す。ア
プリケーションプロセッサ３１３は、メモリ３１８から読み出したデータに応じてシャッ
ターパネル制御回路３１５の制御をする。
【００７９】
画像データ切り替え回路３１７は、表示パネル３１１に供給する画像データを画素の表示
素子単位に応じた変換を行う。
【００８０】
表示パネル制御回路３１４は、画像データ切り替え回路３１７により変換された画像デー
タに基づいて、表示パネル３１１の画像の表示の制御をする。
【００８１】
シャッターパネル制御回路３１５は、図１または図２における制御回路２０３に相当する
。シャッターパネル制御回路３１５は、図１に示す表示装置の場合には、シャッターパネ
ルにおける第１の電圧を供給するためのトランジスタに接続され、図２に示す表示装置の
場合には、シャッターパネルにおける第１の電圧を供給するためのトランジスタと、第２
の電圧を供給するためのトランジスタに接続される。シャッターパネル制御回路３１５は
、アプリケーションプロセッサ３１３により設定されたデータを光学シャッター領域制御
信号として出力することにより、シャッターパネル３１２の制御をする。上記光学シャッ
ター領域制御信号は、図１に示す表示装置の場合には、シャッターパネルにおける第１の
電圧を供給するためのトランジスタに入力される。また、図２に示す表示装置の場合、上
記光学シャッター領域制御信号は、シャッターパネルにおける第１の電圧を供給するため
のトランジスタと、第２の電圧を供給するためのトランジスタに入力される。
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【００８２】
さらに、図５（Ｂ）に示す表示装置の動作例について図６を用いて説明する。
【００８３】
図６は、図５（Ｂ）に示す表示装置の動作例を説明するためのフローチャートであり、図
６（Ａ）は、表示パネル３１１に関する動作例を説明するためのフローチャートであり、
図６（Ｂ）は、シャッターパネル３１２に関する動作例を説明するためのフローチャート
である。
【００８４】
画像の表示を行う場合、図６（Ａ）におけるステップＳ１－１として、表示パネル制御回
路３１４から表示パネル３１１に表示制御信号を出力する。表示パネル３１１には、表示
制御信号に従って画像データが入力される。表示パネル３１１は、入力された画像データ
に応じて表示を行う。また図６（Ｂ）におけるステップＳ２－１として、シャッターパネ
ル制御回路３１５からシャッターパネル３１２に光学シャッター領域制御信号を出力する
。このとき、図１に示す表示装置の場合には、シャッターパネル２０における第１の電極
２０１に接続されたトランジスタ２０２が導通状態になり、第１の電極２０１に第１の電
圧が供給され、第２の電極２０４に第２の電圧が供給され、第１の電極２０１と第２の電
極２０４とによって液晶層２１１の配向が制御され、シャッターパネル２０における各光
学シャッター領域２１４の状態が設定される。また、図２に示す表示装置の場合には、シ
ャッターパネル２０における第１の電極２０１に接続されたトランジスタ２０２が導通状
態になり、第１の電圧が供給され、第２の電極２０４に接続されたトランジスタ２０５が
導通状態になり、第２の電圧が供給され、第１の電圧と第２の電圧によって液晶層２１１
の配向が制御され、シャッターパネル２０における各光学シャッター領域２１４の状態が
設定される。
【００８５】
なお２次元表示を行う場合には、シャッターパネル３１２における各光学シャッター領域
の全てを透光状態に設定する。
【００８６】
また３次元表示を行う場合には、表示装置と視認者との距離に関するデータに応じて、シ
ャッターパネル３１２における各光学シャッター領域を透光状態または遮光状態に設定す
る。
【００８７】
次いで図６（Ａ）におけるステップＳ１－２に示すように、画像データを書き換えるか否
かを選択する。また図６（Ｂ）におけるステップＳ２－２に示すように、シャッターパネ
ル３１２における第１の電圧及び第２の電圧（電極電圧ともいう）を再設定するか否かを
選択する。
【００８８】
例えば、表示画像を書き換える場合、画像データを書き換えるために、表示制御信号によ
り、画像データを表示パネル３１１に出力する。
【００８９】
このとき、表示パネル３１１のデータを、２次元表示用画像データから３次元表示用画像
データに書き換える場合には、光学シャッター領域制御信号により、表示装置と視認者と
の距離に関するデータに応じて、シャッターパネル３１２に第１の電圧及び第２の電圧を
供給し、各光学シャッター領域を透光状態または遮光状態に設定する。また２次元表示用
画像データから２次元表示用画像データ、または３次元表示用画像データから２次元表示
用画像データに書き換える場合には、光学シャッター領域制御信号により、シャッターパ
ネル３１２に第１の電圧及び第２の電圧を供給し、各光学シャッター領域の全てを透光状
態に設定する。
【００９０】
また図５（Ａ）に示すように、３次元表示を行っている間に、表示装置と視認者との距離
が変化した場合、光学シャッター領域制御信号により、センサ制御回路３１６より供給さ
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れる表示装置と視認者との距離に関するデータに応じて、再度シャッターパネル３１２に
第１の電圧及び第２の電圧を供給し、シャッターパネル３１２における遮光領域を調整す
る。また画像データを書き換えるために、表示制御信号により、画像データを表示パネル
３１１に出力し、表示パネル３１１における表示素子単位を調整する。
【００９１】
例えば、表示装置と視認者との距離が近づいたときには、図２（Ｂ）と同様に、シャッタ
ーパネル３１２において、遮光領域を調整し、表示パネル３１１において、表示素子単位
を調整する。これにより、表示装置と視認者との距離が近づいたときであっても、３次元
表示を行うことができるため、３次元表示が可能な範囲を拡大することができる。ただし
、表示装置と視認者との距離が、３次元表示が不可能な範囲になった場合には、表示制御
信号及び光学シャッター領域制御信号により、３次元表示から２次元表示に切り替えても
よい。
【００９２】
さらに、第１の電圧及び第２の電圧の再設定を行わない場合には、図６（Ｂ）におけるス
テップＳ２－３に示すように光学シャッター領域制御信号を停止する。
【００９３】
例えば、２次元表示用画像を一定期間表示している場合、光学シャッター領域制御信号を
停止する。このとき、図１に示す表示装置の場合には、シャッターパネル２０における第
１の電極２０１に接続されたトランジスタ２０２がオフ状態になり、図２に示す表示装置
の場合には、シャッターパネル２０における第１の電極２０１に接続されたトランジスタ
２０２と、第２の電極２０４に接続されたトランジスタ２０５がオフ状態になる。上記ト
ランジスタ２０２及び２０５は、オフ電流が低いため、光学シャッター領域２１４におけ
る電極に印加された電圧を保持することができる。
【００９４】
また３次元表示用画像を表示しているときに表示装置と視認者との距離に変化が無い場合
、光学シャッター領域制御信号を停止する。
【００９５】
光学シャッター領域制御信号を停止することにより、消費電力を低減することができる。
【００９６】
次いで図６（Ｂ）におけるステップＳ２－４に示すように、シャッターパネル３１２にお
ける第１の電圧及び第２の電圧を再設定するか否かを選択する。
【００９７】
例えば、表示画像を書き換える場合、画像データを書き換えるために、表示制御信号によ
り、画像データを表示パネル３１１に出力する。なお、表示画像を書き換えるとは、例え
ば同じ画像に書き換える（リフレッシュを行う）場合、及び反転駆動における画像データ
に基づく画像に書き換える場合も含まれる。
【００９８】
このとき、表示パネル３１１のデータを、２次元表示用画像データから３次元表示用画像
データに書き換える場合には、光学シャッター領域制御信号により、センサ制御回路３１
６より供給される表示装置と視認者との距離に関するデータに応じて、シャッターパネル
３１２に第１の電圧及び第２の電圧を供給し、各光学シャッター領域を透光状態または遮
光状態に設定する。また２次元表示用画像データから２次元表示用画像データ、または３
次元表示用画像データから２次元表示用画像データに書き換える場合には、光学シャッタ
ー領域制御信号により、シャッターパネル３１２に第１の電圧及び第２の電圧を供給して
各光学シャッター領域の全てを透光状態に設定する。
【００９９】
また図５（Ａ）に示すように、３次元表示をしている間に、表示装置と視認者との距離が
変化した場合、画像データを書き換えるために、表示制御信号により、画像データを表示
パネル３１１に出力し、光学シャッター領域制御信号により、センサ制御回路３１６より
供給される表示装置と視認者との距離に関するデータに応じて、シャッターパネル３１２
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に第１の電圧及び第２の電圧を供給し、各光学シャッター領域を透光状態または遮光状態
に設定する。
【０１００】
以上が図５（Ｂ）に示す表示装置の動作例である。
【０１０１】
以上説明した本実施の形態の構成により、視認者にとって裸眼での３次元表示を可能とす
る距離範囲を拡大することができる。そのため、利便性に優れた表示装置を実現できる。
【０１０２】
また本実施の形態の表示装置では、シャッターパネルを定常的に駆動する必要がなくなる
ため、表示装置の消費電力を低減することができる。
【０１０３】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０１０４】
（実施の形態２）
本実施の形態では、本発明の一態様の表示装置におけるシャッターパネルの具体的な構成
について説明する。本実施の形態で示すシャッターパネルは、図１（Ａ）乃至（Ｃ）また
は図２（Ａ）乃至（Ｃ）におけるシャッターパネル２０の具体例である。
【０１０５】
シャッターパネルは透光状態または遮光状態を切りかえる複数の光学素子を用いて構成さ
れる。光学素子としては一対の電極間に液晶を含む液晶素子を好適に用いることができる
。液晶素子に電圧を印加することによって液晶の配向を制御し、透光状態または遮光状態
を選択的に制御する。
【０１０６】
図７（Ａ）に、図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示した制御回路２０３、トランジスタ２０２、及
び光学シャッター領域２１４の接続関係を、回路図で一例として示す。
【０１０７】
なお、図７（Ａ）では、図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示した制御回路２０３、トランジスタ２
０２、及び光学シャッター領域２１４の接続関係について示したが、図２（Ａ）乃至（Ｃ
）に示した制御回路２０６、トランジスタ２０５、及び光学シャッター領域２１４も、図
７（Ａ）と同様の接続関係を有する。
【０１０８】
また、図７（Ａ）では、光学シャッター領域２１４が有する第１の電極と第２の電極の間
の電圧を保持するために、容量素子５５０を光学シャッター領域２１４に接続している場
合を例示しているが、容量素子５５０は必ずしも必要ではなく、トランジスタ２０２の寄
生容量などで上記電圧の保持を行うことも可能である。
【０１０９】
具体的に、図７（Ａ）では、トランジスタ２０２のゲート電極層と、トランジスタ２０２
のソース電極層とドレイン電極層のいずれか一方とが、制御回路２０３に接続されている
。トランジスタ２０２は、制御回路２０３により、そのゲート電極層の電位と、ソース電
極層とドレイン電極層のいずれか一方の電位とが制御されることで、スイッチングを行う
。
【０１１０】
トランジスタ２０２のソース電極層とドレイン電極層のいずれか他方は、光学シャッター
領域２１４が有する第１の電極と、容量素子５５０が有する一対の電極のうちいずれか一
方とに、接続されている。光学シャッター領域２１４が有する第２の電極と、容量素子５
５０が有する一対の電極のうちいずれか他方とには、接地電位などの所定の電位が与えら
れる。
【０１１１】
トランジスタ２０２が導通状態になると、トランジスタ２０２を介して、光学シャッター
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領域２１４が有する第１の電極に制御回路２０３から電位が与えられる。光学シャッター
領域２１４は、当該電位に従って遮光状態或いは透光状態となる。そして、トランジスタ
２０２が非導通状態になると、光学シャッター領域２１４が有する第１の電極と第２の電
極間の電圧が保持されるので、光学シャッター領域２１４は遮光状態或いは透光状態を維
持する。
【０１１２】
次いで、図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示したシャッターパネルにおいて、光学シャッター領域
２１４に液晶素子を用いた場合の、シャッターパネルの断面図を図７（Ｂ）に、平面図を
図７（Ｃ）に、一例として示す。図７（Ｂ）は、図７（Ｃ）の破線Ｍ－Ｎにおける断面図
に相当する。ただし、図７（Ｃ）では、トランジスタ２０２、光学シャッター領域２１４
が有する第１の電極、容量素子５５０の構成をより明確に示すために、トランジスタ２０
２、光学シャッター領域２１４が有する第１の電極、及び容量素子５５０が備えられた第
１の基板５０１の平面図を、図示する。
【０１１３】
図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）において、トランジスタ２０２は、第１の基板５０１上のゲー
ト電極層５０２と、ゲート電極層５０２上のゲート絶縁層５０３と、ゲート絶縁層５０３
上においてゲート電極層５０２と重なる位置に設けられた半導体層２１３と、ソース電極
層またはドレイン電極層として機能する、半導体層２１３上の導電層５０４及び導電層５
０５とを有する。
【０１１４】
なお、図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）では、トランジスタ２０２が、ゲート電極層５０２が半
導体層２１３の下層に位置するボトムゲート型である場合を例示している。また、図７（
Ｂ）及び図７（Ｃ）では、トランジスタ２０２が、ソース電極層またはドレイン電極層と
して機能する導電層５０４及び導電層５０５が、半導体層２１３の上層に位置するトップ
コンタクト型である場合を例示している。しかし、トランジスタ２０２は、ゲート電極層
が半導体層の上層に位置するトップゲート型であっても良い。或いは、トランジスタ２０
２は、ソース電極層またはドレイン電極層として機能する導電層が、半導体層の下層に位
置するボトムコンタクト型であっても良い。
【０１１５】
また、容量素子５５０は、第１の基板５０１上の電極層５０６と、電極層５０６上のゲー
ト絶縁層５０３と、ゲート絶縁層５０３上において電極層５０６と重なる位置に設けられ
た導電層５０５とを有する。
【０１１６】
さらに、図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）では、トランジスタ２０２と、容量素子５５０とを覆
うように、絶縁層５０７及び絶縁層５０８が順に積層されている。なお、図７（Ｂ）及び
図７（Ｃ）では、絶縁層５０７及び絶縁層５０８が第１の絶縁層２１２を構成している場
合を例示しているが、本発明はこの構成に限定されない。第１の絶縁層２１２は、単層の
絶縁層で構成されていても良いし、３層以上の積層された絶縁層で構成されていても良い
。
【０１１７】
また、絶縁層５０７及び絶縁層５０８に形成されたコンタクトホール５０９を介して導電
層５０５に接続された第１の電極２０１が、絶縁層５０８上に形成されている。
【０１１８】
なお、本発明の一態様に係るシャッターパネルは、図７（Ｃ）に示すように、トランジス
タ２０２及び容量素子５５０と、トランジスタ２０２及び容量素子５５０に接続された第
１の電極２０１とを複数有する。そして、複数のトランジスタ２０２は一のゲート電極層
５０２を共有している。また、複数の容量素子５５０は一の電極層５０６を共有している
。
【０１１９】
図７（Ｃ）では、複数の第１の電極２０１は、ストライプ状に形成されている。なお、複
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数の第１の電極２０１が有する線幅は、全て同一であっても良いし、少なくとも１つが異
なっていてもよい。
【０１２０】
さらに、本発明の一態様に係るシャッターパネルは、複数の第１の電極２０１と、第２の
基板５１０に設けられた第２の電極２０４とが、液晶層２１１を挟持している。複数の各
第１の電極２０１と、液晶層２１１と、第２の電極２０４とが重なった領域が、光学シャ
ッター領域２１４に相当する。すなわち、本発明の一態様に係るシャッターパネルは、互
いに独立して、遮光状態或いは透光状態を選択することが可能な、複数の光学シャッター
領域２１４を有する。３次元表示を行う際、複数の光学シャッター領域２１４を制御する
ことによって、選択的に遮光領域を決定することができる。
【０１２１】
また、本実施の形態では図示しないが、シャッターパネルに偏光板、位相差板、反射防止
膜などの光学フィルムなどは適宜設ける。シャッターパネルは、様々な構成の透過型の液
晶素子、及び様々な液晶モードを用いることができる。
【０１２２】
なお、図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）では、第１の基板５０１とゲート絶縁層５０３の間に位
置する層、すなわちゲート電極層５０２と同一の層、に形成されている電極層５０６と、
ゲート絶縁層５０３と、導電層５０５とを用いて、容量素子５５０を形成する場合を例示
しているが、本発明はこの構成に限定されない。容量素子５５０を、導電層５０５と、絶
縁層２１２と、第１の電極２０１とを用いて形成することも可能である。
【０１２３】
また、図８に、図２（Ａ）乃至（Ｃ）に示したシャッターパネルにおいて、光学シャッタ
ー領域２１４に液晶素子を用いた場合の、シャッターパネルの断面図を、図８に一例とし
て示す。
【０１２４】
図８に示すシャッターパネルの場合、第１の基板５０１のみならず、第２の基板５１０上
にも、トランジスタ２０５及び容量素子５５１と、トランジスタ２０５及び容量素子５５
１に接続された第２の電極２０４とが備えられている。なお、図８では、シャッターパネ
ルの断面図の一部を示しており、トランジスタ２０５と容量素子５５１とを１つずつ図示
しているが、図２（Ａ）乃至（Ｃ）に示したシャッターパネルは、第２の基板５１０上に
トランジスタ２０５及び容量素子５５１と、トランジスタ２０５及び容量素子５５１に接
続された第２の電極２０４とが、複数備えられている。
【０１２５】
そして、複数のトランジスタ２０５は一のゲート電極層５３２を共有している。また、複
数の容量素子５５１は一の電極層５３６を共有している。また、複数の各第２の電極２０
４は、ストライプ状に形成されており、第２の電極２０４の長手方向と、第１の電極２０
１の長手方向とが交差している。なお、複数の第２の電極２０４が有する線幅は、全て同
一であっても良いし、少なくとも１つが異なっていてもよい。
【０１２６】
さらに、図８に示すシャッターパネルは、複数の第１の電極２０１と、複数の第２の電極
２０４とが、液晶層２１１を挟持している。複数の各第１の電極２０１と、複数の各第２
の電極２０４とが、液晶層２１１を間に挟んで重なる領域が、光学シャッター領域２１４
に相当する。すなわち、図８に示すシャッターパネルは、互いに独立して、遮光状態或い
は透光状態を選択することが可能な、複数の光学シャッター領域２１４を有する。３次元
表示を行う際、複数の光学シャッター領域２１４を制御することによって、選択的に遮光
領域を決定することができる。
【０１２７】
そして、図８に示すシャッターパネルの場合、複数の光学シャッター領域２１４がドット
状に配置されているので、より精細な遮光領域または透光領域の制御が可能となる。
【０１２８】
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次いで、図７（Ｂ）及び図７（Ｃ）に示したシャッターパネルの、作製方法の一例につい
て説明する。ただし、以下では、第１の基板５０１に備えられた、光学シャッター領域２
１４が有する第１の電極２０１を形成するまでの工程について述べる。
【０１２９】
本実施の形態では、まず、図９（Ａ）に示すように、絶縁表面を有する第１の基板５０１
上に、ゲート電極層５０２及び電極層５０６を形成する。
【０１３０】
第１の基板５０１として使用することができる素材に大きな制限はないが、少なくとも、
透光性を有し、後の加熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有していることが必要となる。例
えば、第１の基板５０１には、フュージョン法やフロート法で作製されるガラス基板、石
英基板、半導体基板、セラミック基板等を用いることができる。ガラス基板としては、後
の加熱処理の温度が高い場合には、歪み点が７３０℃以上のものを用いると良い。プラス
チック等の可撓性を有する合成樹脂からなる基板は、一般的に上記基板と比較して耐熱温
度が低い傾向にあるが、作製工程における処理温度に耐え得るのであれば用いることが可
能である。
【０１３１】
ゲート電極層５０２及び電極層５０６は、第１の基板５０１を覆うように導電層を形成し
た後、該導電層を所定の形状に加工（パターニング）することで、形成することができる
。上記導電層の形成にはＣＶＤ法、スパッタリング法、蒸着法、スピンコート法等を用い
ることができる。また、導電層は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔ
ｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオ
ブ（Ｎｂ）等を用いることができる。上記金属を主成分とする合金を用いても良いし、上
記金属を含む化合物を用いても良い。ゲート電極層５０２及び電極層５０６の膜厚は、１
０ｎｍ以上４００ｎｍ以下、好ましくは１００ｎｍ以上２００ｎｍ以下とする。
【０１３２】
本実施の形態では、タングステンターゲットを用いたスパッタ法により１５０ｎｍの導電
層を形成した後、該導電層をエッチングすることにより、所望の形状に加工（パターニン
グ）されたゲート電極層５０２及び電極層５０６を形成する。なお、形成されたゲート電
極層５０２及び電極層５０６の端部がテーパー形状であると、上に積層するゲート絶縁層
の被覆性が向上するため好ましい。
【０１３３】
なお、ゲート電極層５０２及び電極層５０６は、単層の導電層で形成されていても良いし
、積層された複数の導電層で形成されていても良い。
【０１３４】
２つの導電層の組み合わせとして、１層目に窒化タンタルまたはタンタルを、２層目にタ
ングステンを用いることができる。上記例の他に、窒化タングステンとタングステン、窒
化モリブデンとモリブデン、アルミニウムとタンタル、アルミニウムとチタン等が挙げら
れる。タングステンや窒化タンタルは、耐熱性が高いため、２層の導電層を形成した後の
工程において、熱活性化を目的とした加熱処理を行うことができる。
【０１３５】
３つ以上の導電層を積層する構造の場合は、モリブデン層とアルミニウム層とモリブデン
層の積層構造を採用するとよい。
【０１３６】
また、ゲート電極層５０２及び電極層５０６に、酸化インジウム、酸化インジウム酸化ス
ズ合金、酸化インジウム酸化亜鉛合金、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸窒化亜鉛ア
ルミニウム、または酸化亜鉛ガリウム等の透光性を有する酸化物導電層を用いることもで
きる。
【０１３７】
なお、マスクを用いずに、液滴吐出法を用いて選択的にゲート電極層５０２及び電極層５
０６を形成しても良い。液滴吐出法とは、所定の組成物を含む液滴を細孔から吐出または
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噴出することで所定のパターンを形成する方法を意味する。或いは、レジストマスクを液
滴吐出法で形成してもよい。レジストマスクを液滴吐出法で形成するとフォトマスクを使
用しないため、製造コストを低減できる。
【０１３８】
また、ゲート電極層５０２及び電極層５０６は、導電層を形成後、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔ
ｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用い
、エッチング条件（コイル型の電極層に印加される電力量、基板側の電極層に印加される
電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節することにより、所望のテーパー形状を有する
ようにエッチングすることができる。また、テーパー形状は、マスクの形状によっても角
度等を制御することができる。なお、エッチング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化
シリコンもしくは四塩化炭素などの塩素系ガス、四弗化炭素、弗化硫黄もしくは弗化窒素
などのフッ素系ガスまたは酸素を適宜用いることができる。
【０１３９】
次いで、図９（Ｂ）に示すように、ゲート電極層５０２及び電極層５０６上に、ゲート絶
縁層５０３を形成した後、ゲート絶縁層５０３を間に挟んでゲート電極層５０２と重なる
ように、半導体層２１３を形成する。
【０１４０】
ゲート絶縁層５０３は、プラズマＣＶＤ法またはスパッタリング法などを用い、酸化シリ
コン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、酸化ハフニウム、酸化アル
ミニウム、酸化タンタル、酸化イットリウム、ハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（
ｘ＞０、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムシリケート（ＨｆＳｉｘＯｙ（ｘ＞０
、ｙ＞０））、窒素が添加されたハフニウムアルミネート（ＨｆＡｌｘＯｙ（ｘ＞０、ｙ
＞０））等を含む層を、単層で、または積層させることで、ゲート絶縁層５０３を形成し
ても良い。
【０１４１】
なお、本明細書において酸化窒化物とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多
い物質であり、また、窒化酸化物とは、その組成として、酸素よりも窒素の含有量が多い
物質を意味する。
【０１４２】
ゲート絶縁層５０３の厚さは、例えば、１ｎｍ以上１００ｎｍ以下、好ましくは１０ｎｍ
以上５０ｎｍ以下とすることができる。
【０１４３】
なお、ゲート絶縁層５０３は、水分や、水素などの不純物を極力含まないことが望ましく
、単層の絶縁層であっても良いし、積層された複数の絶縁層で構成されていても良い。ゲ
ート絶縁層５０３に水素が含まれると、その水素が後に形成される半導体層２１３へ侵入
し、または水素が半導体層２１３中の酸素を引き抜き、半導体層２１３が低抵抗化（ｎ型
化）してしまい、寄生チャネルが形成されるおそれがある。よって、ゲート絶縁層５０３
はできるだけ水素を含まない層になるように、成膜方法に水素を用いないことが重要であ
る。上記ゲート絶縁層５０３には、バリア性の高い材料を用いるのが望ましい。例えば、
バリア性の高い絶縁層として、窒化シリコン層、窒化酸化シリコン層、窒化アルミニウム
層、または窒化酸化アルミニウム層などを用いることができる。複数の積層された絶縁層
を用いる場合、窒素の含有比率が低い酸化シリコン層、酸化窒化シリコン層などの絶縁層
を、上記バリア性の高い絶縁層よりも、半導体層２１３に近い側に形成する。バリア性の
高い絶縁層を用いることで、半導体層２１３内、ゲート絶縁層５０３内、或いは、半導体
層２１３と他の絶縁層の界面とその近傍に、水分または水素などの不純物が入り込むのを
防ぐことができる。また、半導体層２１３に接するように窒素の比率が低い酸化シリコン
層、酸化窒化シリコン層などの絶縁層を形成することで、バリア性の高い材料を用いた絶
縁層が直接半導体層２１３に接するのを防ぐことができる。
【０１４４】
本実施の形態では、スパッタ法で形成された膜厚３０ｎｍの酸化窒化シリコン層をゲート
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絶縁層５０３として用いる。成膜時の基板温度は、室温以上４００℃以下とすればよく、
本実施の形態では３００℃とする。
【０１４５】
半導体層２１３は、ゲート絶縁層５０３上に形成した酸化物半導体層を所望の形状に加工
することで、形成することができる。上記酸化物半導体層の膜厚は、２ｎｍ以上２００ｎ
ｍ以下、好ましくは３ｎｍ以上５０ｎｍ以下、更に好ましくは３ｎｍ以上２０ｎｍ以下と
する。酸化物半導体層は、酸化物半導体をターゲットとして用い、スパッタ法により成膜
する。また、酸化物半導体層は、希ガス（例えばアルゴン）雰囲気下、酸素雰囲気下、ま
たは希ガス（例えばアルゴン）及び酸素混合雰囲気下においてスパッタ法により形成する
ことができる。
【０１４６】
なお、酸化物半導体層をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズ
マを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層５０３の表面に付着している塵埃を除去
することが好ましい。逆スパッタとは、ターゲット側に電圧を印加せずに、アルゴン雰囲
気下で基板側にＲＦ電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改
質する方法である。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウムなどを用いてもよい。
また、アルゴン雰囲気に酸素、亜酸化窒素などを加えた雰囲気で行ってもよい。また、ア
ルゴン雰囲気に塩素、四フッ化炭素などを加えた雰囲気で行ってもよい。
【０１４７】
酸化物半導体層には、四元系金属酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導
体や、三元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ
－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸
化物半導体、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導
体や、二元系金属酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物
半導体、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｍｇ－
Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系酸化物半導体、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系酸化物半導体や、
一元系金属酸化物であるＩｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｓｎ－Ｏ系酸化物半導体、Ｚｎ－Ｏ系
酸化物半導体などを用いることができる。
【０１４８】
本実施の形態では、Ｉｎ（インジウム）、Ｇａ（ガリウム）、及びＺｎ（亜鉛）を含むタ
ーゲットを用いたスパッタ法により得られる膜厚３０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化
物半導体の薄膜を、酸化物半導体層として用いる。上記ターゲットとして、例えば、Ｉｎ

２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］の組成比を有するターゲットを
用いる。また、Ｉｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：２［ｍｏｌ数比］の組成比を
有するターゲット、またはＩｎ２Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：４［ｍｏｌ数比］
を有するターゲットを用いることができる。また、Ｉｎ、Ｇａ、及びＺｎを含むターゲッ
トの充填率は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以上１００％未満である。充填
率の高いターゲットを用いることにより、成膜した酸化物半導体層は緻密な膜となる。
【０１４９】
なお、酸化物半導体としてＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系の材料を用いる場合、用いるターゲットの組
成比は、原子数比で、Ｉｎ：Ｚｎ＝５０：１～１：２（モル数比に換算するとＩｎ２Ｏ３

：ＺｎＯ＝２５：１～１：４）、好ましくはＩｎ：Ｚｎ＝２０：１～１：１（モル数比に
換算するとＩｎ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１０：１～１：２）、さらに好ましくはＩｎ：Ｚｎ＝１
．５：１～１５：１（モル数比に換算するとＩｎ２Ｏ３：ＺｎＯ＝３：４～１５：２）と
する。例えば、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体の形成に用いるターゲットは、原子数比が
Ｉｎ：Ｚｎ：Ｏ＝Ｘ：Ｙ：Ｚのとき、Ｚ＞１．５Ｘ＋Ｙとする。Ｚｎの比率を上記範囲に
収めることで、移動度の向上を実現することができる。
【０１５０】
本実施の形態では、減圧状態に保持された処理室内に基板を保持し、処理室内の残留水分
を除去しつつ水素及び水分が除去されたスパッタガスを導入し、上記ターゲットを用いて
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酸化物半導体層を成膜する。成膜時に、基板温度を１００℃以上６００℃以下、好ましく
は２００℃以上４００℃以下としても良い。基板を加熱しながら成膜することにより、成
膜した酸化物半導体層に含まれる不純物濃度を低減することができる。また、スパッタリ
ングによる損傷が軽減される。処理室内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポ
ンプを用いることが好ましい。例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメ
ーションポンプを用いることが好ましい。また、排気手段としては、ターボポンプにコー
ルドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用いて処理室を排気すると
、例えば、水素原子、水（Ｈ２Ｏ）など水素原子を含む化合物（より好ましくは炭素原子
を含む化合物も）等が排気されるため、当該処理室で成膜した酸化物半導体層に含まれる
不純物の濃度を低減できる。
【０１５１】
成膜条件の一例としては、基板とターゲットの間との距離を１００ｍｍ、圧力０．６Ｐａ
、直流（ＤＣ）電源０．５ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下の条件が適用さ
れる。なお、パルス直流（ＤＣ）電源を用いると、成膜時に発生する塵埃が軽減でき、膜
厚分布も均一となるために好ましい。
【０１５２】
また、スパッタリング装置の処理室のリークレートを１×１０－１０Ｐａ・ｍ３／秒以下
とすることで、スパッタリング法による成膜途中における酸化物半導体層への、アルカリ
金属、水素化物等の不純物の混入を低減することができる。また、排気系として上述した
吸着型の真空ポンプを用いることで、排気系からのアルカリ金属、水素原子、水素分子、
水、水酸基、または水素化物等の不純物の逆流を低減することができる。
【０１５３】
また、ターゲットの純度を、９９．９９％以上とすることで、酸化物半導体層に混入する
アルカリ金属、水素原子、水素分子、水、水酸基、または水素化物等を低減することがで
きる。また、当該ターゲットを用いることで、酸化物半導体層において、リチウム、ナト
リウム、カリウム等のアルカリ金属の濃度を低減することができる。
【０１５４】
なお、酸化物半導体層に水素、水酸基及び水分がなるべく含まれないようにするために、
成膜の前処理として、スパッタリング装置の予備加熱室でゲート絶縁層５０３までが形成
された第１の基板５０１を予備加熱し、第１の基板５０１に吸着した水分または水素など
の不純物を脱離し排気することが好ましい。なお、予備加熱の温度は、１００℃以上４０
０℃以下、好ましくは１５０℃以上３００℃以下である。また、予備加熱室に設ける排気
手段はクライオポンプが好ましい。なお、この予備加熱の処理は省略することもできる。
【０１５５】
なお、半導体層２１３を形成するためのエッチングは、ドライエッチングでもウェットエ
ッチングでもよく、両方を用いてもよい。ドライエッチングに用いるエッチングガスとし
ては、塩素を含むガス（塩素系ガス、例えば塩素（Ｃｌ２）、三塩化硼素（ＢＣｌ３）、
四塩化シリコン（ＳｉＣｌ４）、四塩化炭素（ＣＣｌ４）など）が好ましい。また、フッ
素を含むガス（フッ素系ガス、例えば四弗化炭素（ＣＦ４）、六弗化硫黄（ＳＦ６）、三
弗化窒素（ＮＦ３）、トリフルオロメタン（ＣＨＦ３）など）、臭化水素（ＨＢｒ）、酸
素（Ｏ２）、これらのガスにヘリウム（Ｈｅ）やアルゴン（Ａｒ）などの希ガスを添加し
たガス、などを用いることができる。
【０１５６】
ドライエッチング法としては、平行平板型ＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ　Ｅｔｃｈ
ｉｎｇ）法や、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導
結合型プラズマ）エッチング法を用いることができる。所望の形状にエッチングできるよ
うに、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基板側の電極に印加される
電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節する。
【０１５７】
ウェットエッチングに用いるエッチング液として、燐酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液、クエ
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ン酸やシュウ酸などの有機酸を用いることができる。本実施の形態では、ＩＴＯ－０７Ｎ
（関東化学社製）を用いる。
【０１５８】
半導体層２１３を形成するためのレジストマスクを液滴吐出法で形成してもよい。レジス
トマスクを液滴吐出法で形成するとフォトマスクを使用しないため、製造コストを低減で
きる。
【０１５９】
なお、次工程の導電層を形成する前に逆スパッタを行い、半導体層２１３及びゲート絶縁
層５０３の表面に付着しているレジスト残渣などを除去することが好ましい。
【０１６０】
なお、スパッタ等で成膜された酸化物半導体層中には、不純物としての水分または水素（
水酸基を含む）が多量に含まれていることがある。水分または水素はドナー準位を形成し
やすいため、酸化物半導体にとっては不純物である。そこで、本発明の一態様では、酸化
物半導体層中の水分または水素などの不純物を低減（脱水化または脱水素化）するために
、半導体層２１３に対して、減圧雰囲気下、窒素や希ガスなどの不活性ガス雰囲気下、酸
素ガス雰囲気下、または超乾燥エア（ＣＲＤＳ（キャビティリングダウンレーザー分光法
）方式の露点計を用いて測定した場合の水分量が２０ｐｐｍ（露点換算で－５５℃）以下
、好ましくは１ｐｐｍ以下、好ましくは１０ｐｐｂ以下の空気）雰囲気下で、半導体層２
１３に加熱処理を施す。
【０１６１】
半導体層２１３に加熱処理を施すことで、半導体層２１３中の水分または水素を脱離させ
ることができる。具体的には、２５０℃以上７５０℃以下、好ましくは４００℃以上基板
の歪み点未満の温度で加熱処理を行えば良い。例えば、５００℃、３分間以上６分間以下
程度で行えばよい。加熱処理にＲＴＡ法を用いれば、短時間に脱水化または脱水素化が行
えるため、ガラス基板の歪点を超える温度でも処理することができる。
【０１６２】
本実施の形態では、加熱処理装置の一つである電気炉を用いる。
【０１６３】
なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導または熱
輻射によって、被処理物を加熱する装置を備えていてもよい。例えば、ＧＲＴＡ（Ｇａｓ
　Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、ＬＲＴＡ（Ｌａｍｐ　Ｒａｐｉｄ
　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置等のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎ
ｎｅａｌ）装置を用いることができる。ＬＲＴＡ装置は、ハロゲンランプ、メタルハライ
ドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウムランプ、高圧
水銀ランプなどのランプから発する光（電磁波）の輻射により、被処理物を加熱する装置
である。ＧＲＴＡ装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である。気体には、ア
ルゴンなどの希ガス、または窒素のような、加熱処理によって被処理物と反応しない不活
性気体が用いられる。
【０１６４】
加熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水分また
は水素などが含まれないことが好ましい。または、加熱処理装置に導入する窒素、または
ヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９９％）以上、好ま
しくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上、（即ち不純物濃度を１ｐｐｍ以下、好ましくは
０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０１６５】
なお、酸化物半導体は不純物に対して鈍感であり、膜中にはかなりの金属不純物が含まれ
ていても問題がなく、ナトリウムのようなアルカリ金属が多量に含まれる廉価なソーダ石
灰ガラスも使えると指摘されている（神谷、野村、細野、「アモルファス酸化物半導体の
物性とデバイス開発の現状」、固体物理、２００９年９月号、Ｖｏｌ．４４、ｐｐ．６２
１－６３３．）。しかし、このような指摘は適切でない。アルカリ金属は酸化物半導体を
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構成する元素ではないため、不純物である。アルカリ土類金属も、酸化物半導体を構成す
る元素ではない場合において、不純物となる。特に、アルカリ金属のうちＮａは、酸化物
半導体層に接する絶縁層が酸化物である場合、当該絶縁層中に拡散してＮａ＋となる。ま
た、Ｎａは、酸化物半導体層内において、酸化物半導体を構成する金属と酸素の結合を分
断する、或いは、その結合中に割り込む。その結果、例えば、閾値電圧がマイナス方向に
シフトすることによるノーマリオン化、移動度の低下等の、トランジスタの特性の劣化が
起こり、加えて、特性のばらつきも生じる。この不純物によりもたらされるトランジスタ
の特性の劣化と、特性のばらつきは、酸化物半導体層中の水素濃度が十分に低い場合にお
いて顕著に現れる。従って、酸化物半導体層中の水素濃度が１×１０１８／ｃｍ３以下、
より好ましくは１×１０１７／ｃｍ３以下である場合には、上記不純物の濃度を低減する
ことが望ましい。具体的に、二次イオン質量分析法によるＮａ濃度の測定値は、５×１０
１６／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１６／ｃｍ３以下、更に好ましくは１×１０１５

／ｃｍ３以下とするとよい。同様に、Ｌｉ濃度の測定値は、５×１０１５／ｃｍ３以下、
好ましくは１×１０１５／ｃｍ３以下とするとよい。同様に、Ｋ濃度の測定値は、５×１
０１５／ｃｍ３以下、好ましくは１×１０１５／ｃｍ３以下とするとよい。
【０１６６】
以上の工程により、半導体層２１３中の水素の濃度を低減し、高純度化することができる
。それにより酸化物半導体層の安定化を図ることができる。また、ガラス転移温度以下の
加熱処理で、キャリア密度が極端に少なく、バンドギャップの広い酸化物半導体層を形成
することができる。このため、大面積基板を用いてトランジスタを作製することができ、
量産性を高めることができる。また、当該水素濃度が低減され高純度化された酸化物半導
体層を用いることで、耐圧性が高く、オフ電流の著しく低いトランジスタを作製すること
ができる。上記加熱処理は、酸化物半導体層の成膜以降であれば、いつでも行うことがで
きる。
【０１６７】
なお、酸化物半導体層は非晶質であっても良いが、結晶性を有していても良い。結晶性を
有する酸化物半導体層としては、ｃ軸配向を有した結晶性酸化物半導体（Ｃ　Ａｘｉｓ　
Ａｌｉｇｎｅｄ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：
ＣＡＡＣ－ＯＳとも呼ぶ）であっても、トランジスタの信頼性を高めるという効果を得る
ことができるので、好ましい。
【０１６８】
ＣＡＡＣ－ＯＳで構成された酸化物半導体層は、スパッタリング法によっても作製するこ
とができる。スパッタリング法によってＣＡＡＣ－ＯＳを得るには酸化物半導体層の堆積
初期段階において六方晶の結晶が形成されるようにすることと、当該結晶を種として結晶
が成長されるようにすることが肝要である。そのためには、ターゲットと基板の距離を広
くとり（例えば、１５０ｍｍ以上２００ｍｍ以下程度）、基板加熱温度を１００℃以上５
００℃以下、好適には２００℃以上４００℃以下、さらに好適には２５０℃以上３００℃
以下にすると好ましい。また、これに加えて、成膜時の基板加熱温度よりも高い温度で、
堆積された酸化物半導体層を熱処理することで膜中に含まれるミクロな欠陥や、積層界面
の欠陥を修復することができる。
【０１６９】
具体的に、ＣＡＡＣ－ＯＳは、非単結晶であって、そのａｂ面に垂直な方向から見て、三
角形、六角形、正三角形、または正六角形の原子配列を有する。なおかつ、ＣＡＡＣ－Ｏ
Ｓは、ｃ軸方向に金属原子が層状に配列した相、または、金属原子と酸素原子が層状に配
列した相を、含む。
【０１７０】
ＣＡＡＣ－ＯＳは、非晶質の酸化物半導体と比較して、金属と酸素の結合が秩序化してい
る。すなわち、酸化物半導体が非晶質の場合は、個々の金属原子によって酸素原子の配位
数が異なることも有り得るが、ＣＡＡＣ－ＯＳでは金属原子における酸素原子の配位数は
ほぼ一定となる。そのため、微視的な酸素の欠損が減少し、水素原子（水素イオンを含む
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）やアルカリ金属原子の脱着による電荷の移動や不安定性を減少させる効果がある。
【０１７１】
従って、ＣＡＡＣ－ＯＳで構成された酸化物半導体層を用いてトランジスタを作製するこ
とで、トランジスタへの光照射またはバイアス－熱ストレス（ＢＴ）の付加を行った後に
生じる、トランジスタのしきい値電圧の変化量を、低減することができる。よって、安定
した電気的特性を有するトランジスタを作製することができる。
【０１７２】
次いで、図９（Ｃ）に示すように、半導体層２１３及びゲート絶縁層５０３上に、導電層
５０４及び導電層５０５を形成する。導電層５０５の一部は、ゲート絶縁層５０３を間に
挟んで電極層５０６と重なっている。
【０１７３】
導電層５０４及び導電層５０５となる導電層は、アルミニウム、クロム、銅、タンタル、
チタン、モリブデン、タングステンから選ばれた元素、または上述した元素を成分とする
合金か、上述した元素を組み合わせた合金層等が挙げられる。また、アルミニウム、銅な
どの金属層の下側もしくは上側にクロム、タンタル、チタン、モリブデン、タングステン
などの高融点金属層を積層させた構成としても良い。また、アルミニウムまたは銅は、耐
熱性や腐食性の問題を回避するために、高融点金属材料と組み合わせて用いると良い。高
融点金属材料としては、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、ネオジ
ム、スカンジウム、イットリウム等を用いることができる。
【０１７４】
また、導電層５０４及び導電層５０５となる導電層は、単層構造でも、２層以上の積層構
造としてもよい。例えば、シリコンを含むアルミニウム層の単層構造、アルミニウム層上
にチタン層を積層する２層構造、チタン層と、そのチタン層上に重ねてアルミニウム層を
積層し、更にその上にチタン層を成膜する３層構造などが挙げられる。また、Ｃｕ－Ｍｇ
－Ａｌ合金、Ｃｕ－Ｍｇ－Ｏ合金、Ｃｕ－Ｃａ－Ｏ合金、Ｃｕ－Ｍｇ－Ａｌ－Ｏ合金、Ｍ
ｏ－Ｔｉ合金、Ｔｉ、Ｍｏは、酸化絶縁層との密着性が高い。よって、下層にＣｕ－Ｍｇ
－Ａｌ合金、Ｃｕ－Ｍｇ－Ｏ合金、Ｃｕ－Ｃａ－Ｏ合金、Ｃｕ－Ｍｇ－Ａｌ－Ｏ合金、Ｍ
ｏ－Ｔｉ合金、Ｔｉ、或いはＭｏで構成される導電層、上層にＣｕ層などの抵抗値の低い
導電層を積層し、上記積層された導電層を導電層５０４及び導電層５０５に用いることで
、酸化絶縁層であるゲート絶縁層５０３と、導電層５０４及び導電層５０５との密着性を
高めることができる。
【０１７５】
また、導電層５０４及び導電層５０５となる導電層としては、導電性の金属酸化物で形成
しても良い。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム、酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ
ンジウム酸化スズ合金、酸化インジウム酸化亜鉛合金または前記金属酸化物材料にシリコ
ン若しくは酸化シリコンを含ませたものを用いることができる。
【０１７６】
導電層５０４及び導電層５０５の形成後に加熱処理を行う場合には、この加熱処理に耐え
る耐熱性を導電層５０４及び導電層５０５に持たせることが好ましい。
【０１７７】
本実施の形態では、導電層５０４及び導電層５０５として、膜厚１５０ｎｍのタングステ
ン層を用いる。
【０１７８】
なお、導電層のエッチングの際に、半導体層２１３がなるべく除去されないようにそれぞ
れの材料及びエッチング条件を適宜調節する。エッチング条件によっては、半導体層２１
３の露出した部分が一部エッチングされることで、溝部（凹部）が形成されることもある
。
【０１７９】
本実施の形態では、導電層５０４及び導電層５０５となる導電層に、タングステン層を用
いる。そのため、アンモニアと過酸化水素水を含む溶液（アンモニア過水）を用いて、選
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択的に上記導電層をウェットエッチングすることができる。具体的には、３１重量％の過
酸化水素水と、２８重量％のアンモニア水と、水とを、体積比５：２：２で混合したアン
モニア過水を用いる。或いは、四弗化炭素（ＣＦ４）、塩素（Ｃｌ２）、酸素を含むガス
を用いて、上記導電層をドライエッチングしても良い。
【０１８０】
なお、フォトリソグラフィ工程で用いるフォトマスク数及び工程数を削減するため、透過
した光に多段階の強度をもたせる多階調マスクによって形成されたレジストマスクを用い
てエッチング工程を行ってもよい。多階調マスクを用いて形成したレジストマスクは複数
の膜厚を有する形状となり、エッチングを行うことで更に形状を変形することができるた
め、異なるパターンに加工する複数のエッチング工程に用いることができる。よって、一
枚の多階調マスクによって、少なくとも二種類以上の異なるパターンに対応するレジスト
マスクを形成することができる。よって露光マスク数を削減することができ、対応するフ
ォトリソグラフィ工程も削減できるため、工程の簡略化が可能となる。
【０１８１】
また、半導体層２１３と、導電層５０４及び導電層５０５との間に、ソース領域及びドレ
イン領域として機能する酸化物導電層を設けるようにしても良い。酸化物導電層の材料と
しては、酸化亜鉛を成分として含むものが好ましく、酸化インジウムを含まないものであ
ることが好ましい。そのような酸化物導電層として、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、
酸窒化亜鉛アルミニウム、酸化亜鉛ガリウムなどを適用することができる。
【０１８２】
例えば、酸化物導電層を形成する場合、酸化物導電層を形成するためのパターニングと、
導電層５０４及び導電層５０５を形成するためのパターニングとを一括で行うようにして
も良い。
【０１８３】
ソース領域及びドレイン領域として機能する酸化物導電層を設けることで、半導体層２１
３と導電層５０４及び導電層５０５の間の抵抗を下げることができるので、トランジスタ
の高速動作を実現させることができる。また、ソース領域及びドレイン領域として機能す
る酸化物導電層を設けることで、トランジスタの耐圧を高めることができる。
【０１８４】
次いで、図９（Ｄ）に示すように、導電層５０４及び導電層５０５と、半導体層２１３と
を覆うように、絶縁層５０７及び絶縁層５０８を順に積層するように形成した後、絶縁層
５０７及び絶縁層５０８に開口部を形成し、上記開口部を介して導電層５０５に接する第
１の電極２０１を、絶縁層５０８上に形成する。
【０１８５】
具体的に、絶縁層５０７及び絶縁層５０８は、酸化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シ
リコン、酸化窒化シリコン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどの無機の絶縁
層を用いることができる。特に、誘電率の低い（ｌｏｗ－ｋ）材料を絶縁層５０７及び絶
縁層５０８に用いることで、各種電極や配線の重なりに起因する容量を十分に低減するこ
とが可能になるため好ましい。なお、絶縁層５０７及び絶縁層５０８に、上記材料を用い
た多孔性の絶縁層を適用しても良い。多孔性の絶縁層では、密度の高い絶縁層と比較して
誘電率が低下するため、電極や配線に起因する寄生容量を更に低減することが可能である
。
【０１８６】
本実施の形態では、絶縁層５０７として膜厚１００ｎｍ程度の窒化酸化シリコン層、絶縁
層５０８として膜厚４５０ｎｍの酸化窒化シリコン層を用いる場合を例に挙げる。また、
本実施の形態では、絶縁層５０７及び絶縁層５０８を形成している場合を例示しているが
、本発明は、導電層５０４及び導電層５０５と、半導体層２１３とを覆うように、絶縁層
を１層だけ形成していても良いし、３層以上の複数の絶縁層を積層するように形成してい
ても良い。
【０１８７】
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また、絶縁層５０７及び絶縁層５０８として、有機シランを用いて化学気相成長法により
作製される酸化シリコン層を用いることもできる。有機シランとしては、珪酸エチル（Ｔ
ＥＯＳ：Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、トリメチルシラン（ＴＭＳ：（ＣＨ３）３ＳｉＨ）、
テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテトラシロキ
サン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシラン（Ｓｉ
Ｈ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）２）３）等
を用いることができる。もちろん、モノシラン、ジシラン、またはトリシラン等の無機シ
ランを用いて、酸化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化シリコン、窒化酸化シリコンなど
を形成しても良い。
【０１８８】
なお、絶縁層５０７または絶縁層５０８を形成した後に、加熱処理を施しても良い。加熱
処理は、窒素、超乾燥空気、または希ガス（アルゴン、ヘリウムなど）の雰囲気下におい
て、好ましくは２００℃以上４００℃以下、例えば２５０℃以上３５０℃以下で行う。上
記ガスは、水の含有量が２０ｐｐｍ以下、好ましくは１ｐｐｍ以下、より好ましくは１０
ｐｐｂ以下であることが望ましい。本実施の形態では、例えば、窒素雰囲気下で２５０℃
、１時間の加熱処理を行う。或いは、導電層５０４及び導電層５０５を形成する前に、水
分または水素を低減させるための酸化物半導体層に対して行った先の加熱処理と同様に、
高温短時間のＲＴＡ処理を行っても良い。酸素を含む絶縁層５０７が設けられた後に、加
熱処理が施されることによって、半導体層２１３に対して行った先の加熱処理により、半
導体層２１３に酸素欠損が発生していたとしても、絶縁層５０７から半導体層２１３に酸
素が供与される。そして、半導体層２１３に酸素が供与されることで、半導体層２１３に
おいて、ドナーとなる酸素欠損を低減し、化学量論的組成比を満たすことが可能である。
半導体層２１３には、化学量論的組成比を超える量の酸素が含まれていることが好ましい
。その結果、半導体層２１３をｉ型に近づけることができ、酸素欠損によるトランジスタ
の電気特性のばらつきを軽減し、電気特性の向上を実現することができる。この加熱処理
を行うタイミングは、絶縁層５０７の形成後であれば特に限定されず、他の工程、例えば
樹脂層形成時の加熱処理や、導電層を低抵抗化させるための加熱処理と兼ねることで、工
程数を増やすことなく、半導体層２１３をｉ型に近づけることができる。
【０１８９】
また、酸素雰囲気下で半導体層２１３に加熱処理を施すことで、酸化物半導体に酸素を添
加し、半導体層２１３中においてドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。加熱処理の
温度は、例えば１００℃以上３５０℃未満、好ましくは１５０℃以上２５０℃未満で行う
。上記酸素雰囲気下の加熱処理に用いられる酸素ガスには、水、水素などが含まれないこ
とが好ましい。または、加熱処理装置に導入する酸素ガスの純度を、６Ｎ（９９．９９９
９％）以上、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上、（即ち酸素中の不純物濃度を
１ｐｐｍ以下、好ましくは０．１ｐｐｍ以下）とすることが好ましい。
【０１９０】
或いは、イオン注入法またはイオンドーピング法などを用いて、半導体層２１３に酸素を
添加することで、ドナーとなる酸素欠損を低減させても良い。例えば、２．４５ＧＨｚの
マイクロ波でプラズマ化した酸素を半導体層２１３に添加すれば良い。
【０１９１】
また、第１の電極２０１には、透光性を有する導電層を用いる。透光性を有する導電層は
、酸化インジウムや酸化インジウム酸化スズ合金などをスパッタ法や真空蒸着法などを用
いて形成する。透光性を有する導電層の他の材料として、窒素を含ませたＡｌ－Ｚｎ－Ｏ
系酸化物半導体、窒素を含ませたＺｎ－Ｏ系酸化物半導体、窒素を含ませたＳｎ－Ｚｎ－
Ｏ系酸化物半導体を用いてもよい。
【０１９２】
以上の工程により、第１の基板５０１上に、トランジスタ２０２、光学シャッター領域２
１４が有する第１の電極２０１、容量素子５５０が形成される。
【０１９３】
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なお、図９では、トランジスタ２０２がシングルゲート構造である場合を例示して説明を
行ったが、必要に応じて、電気的に接続された複数のゲート電極層を有することで、チャ
ネル形成領域を複数有する、マルチゲート構造のトランジスタも形成することができる。
【０１９４】
なお、半導体層２１３に接する絶縁層（本実施の形態においては、ゲート絶縁層５０３及
び絶縁層５０７が該当する。）は、第１３族元素及び酸素を含む絶縁材料を用いるように
しても良い。酸化物半導体材料には第１３族元素を含むものが多く、第１３族元素を含む
絶縁材料は酸化物半導体との相性が良く、これを酸化物半導体層に接する絶縁層に用いる
ことで、酸化物半導体層との界面の状態を良好に保つことができる。
【０１９５】
第１３族元素を含む絶縁材料とは、絶縁材料に一または複数の第１３族元素を含むことを
意味する。第１３族元素を含む絶縁材料としては、例えば、酸化ガリウム、酸化アルミニ
ウム、酸化アルミニウムガリウム、酸化ガリウムアルミニウムなどがある。ここで、酸化
アルミニウムガリウムとは、ガリウムの含有量（原子％）よりアルミニウムの含有量（原
子％）が多いものを示し、酸化ガリウムアルミニウムとは、ガリウムの含有量（原子％）
がアルミニウムの含有量（原子％）以上のものを示す。
【０１９６】
例えば、ガリウムを含有する酸化物半導体層に接して絶縁層を形成する場合に、絶縁層に
酸化ガリウムを含む材料を用いることで酸化物半導体層と絶縁層の界面特性を良好に保つ
ことができる。例えば、酸化物半導体層と酸化ガリウムを含む絶縁層とを接して設けるこ
とにより、酸化物半導体層と絶縁層の界面における水素のパイルアップを低減することが
できる。なお、絶縁層に酸化物半導体の成分元素と同じ族の元素を用いる場合には、同様
の効果を得ることが可能である。例えば、酸化アルミニウムを含む材料を用いて絶縁層を
形成することも有効である。なお、酸化アルミニウムは、水を透過させにくいという特性
を有しているため、当該材料を用いることは、酸化物半導体層への水の侵入防止という点
においても好ましい。
【０１９７】
また、半導体層２１３に接する絶縁層は、酸素雰囲気下による熱処理や、酸素ドープなど
により、絶縁材料を化学量論的組成比より酸素が多い状態とすることが好ましい。酸素ド
ープとは、酸素をバルクに添加することをいう。なお、当該バルクの用語は、酸素を薄膜
表面のみでなく薄膜内部に添加することを明確にする趣旨で用いている。また、酸素ドー
プには、プラズマ化した酸素をバルクに添加する酸素プラズマドープが含まれる。また、
酸素ドープは、イオン注入法またはイオンドーピング法を用いて行ってもよい。
【０１９８】
例えば、半導体層２１３に接する絶縁層として酸化ガリウムを用いた場合、酸素雰囲気下
による熱処理や、酸素ドープを行うことにより、酸化ガリウムの組成をＧａ２ＯＸ（Ｘ＝
３＋α、０＜α＜１）とすることができる。
【０１９９】
また、半導体層２１３に接する絶縁層として酸化アルミニウムを用いた場合、酸素雰囲気
下による熱処理や、酸素ドープを行うことにより、酸化アルミニウムの組成をＡｌ２ＯＸ

（Ｘ＝３＋α、０＜α＜１）とすることができる。
【０２００】
また、半導体層２１３に接する絶縁層として酸化ガリウムアルミニウム（酸化アルミニウ
ムガリウム）を用いた場合、酸素雰囲気下による熱処理や、酸素ドープを行うことにより
、酸化ガリウムアルミニウム（酸化アルミニウムガリウム）の組成をＧａＸＡｌ２－ＸＯ

３＋α（０＜Ｘ＜２、０＜α＜１）とすることができる。
【０２０１】
酸素ドープ処理を行うことにより、化学量論的組成比より酸素が多い領域を有する絶縁層
を形成することができる。このような領域を備える絶縁層と酸化物半導体層が接すること
により、絶縁層中の過剰な酸素が酸化物半導体層に供給され、酸化物半導体層中、または
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酸化物半導体層と絶縁層の界面における酸素欠陥を低減し、酸化物半導体層をｉ型化また
はｉ型に限りなく近くすることができる。
【０２０２】
なお、化学量論的組成比より酸素が多い領域を有する絶縁層は、半導体層２１３に接する
絶縁層のうち、上層に位置する絶縁層または下層に位置する絶縁層のうち、どちらか一方
のみに用いても良いが、両方の絶縁層に用いる方が好ましい。化学量論的組成比より酸素
が多い領域を有する絶縁層を、半導体層２１３に接する絶縁層の、上層及び下層に位置す
る絶縁層に用い、半導体層２１３を挟む構成とすることで、上記効果をより高めることが
できる。
【０２０３】
また、半導体層２１３の上層または下層に用いる絶縁層は、上層と下層で同じ構成元素を
有する絶縁層としても良いし、異なる構成元素を有する絶縁層としても良い。例えば、上
層と下層とも、組成がＧａ２ＯＸ（Ｘ＝３＋α、０＜α＜１）の酸化ガリウムとしても良
いし、上層と下層の一方を組成がＧａ２ＯＸ（Ｘ＝３＋α、０＜α＜１）の酸化ガリウム
とし、他方を組成がＡｌ２ＯＸ（Ｘ＝３＋α、０＜α＜１）の酸化アルミニウムとしても
良い。
【０２０４】
また、半導体層２１３に接する絶縁層は、化学量論的組成比より酸素が多い領域を有する
絶縁層の積層としても良い。例えば、半導体層２１３の上層に組成がＧａ２ＯＸ（Ｘ＝３
＋α、０＜α＜１）の酸化ガリウムを形成し、その上に組成がＧａＸＡｌ２－ＸＯ３＋α

（０＜Ｘ＜２、０＜α＜１）の酸化ガリウムアルミニウム（酸化アルミニウムガリウム）
を形成してもよい。なお、半導体層２１３の下層を、化学量論的組成比より酸素が多い領
域を有する絶縁層の積層としても良いし、半導体層２１３の上層及び下層の両方を、化学
量論的組成比より酸素が多い領域を有する絶縁層の積層としても良い。
【０２０５】
なお、図９に示した作製方法は、図１（Ａ）乃至（Ｃ）に示したシャッターパネルのみな
らず、図２（Ａ）乃至（Ｃ）に示したシャッターパネルにも、同様に適用することができ
る。図２（Ａ）乃至（Ｃ）に示したシャッターパネルの場合、第２の基板上における、第
２のトランジスタ、容量素子、光学シャッター領域が有する第２の電極も、図９に示した
作製方法を用いて形成することができる。
【０２０６】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【０２０７】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態１で示した表示パネルに適用可能な表示パネルの構成例に
ついて図１０及び図１１を用いて説明する。
【０２０８】
表示パネルに設けられる表示素子としては、発光素子（発光表示素子ともいう）、液晶素
子（液晶表示素子ともいう）を用いることができる。発光素子は、電流または電圧によっ
て輝度が制御される素子をその範疇に含んでおり、具体的には無機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子、有機ＥＬ素子等が含まれる。
【０２０９】
図１０に、表示素子として有機ＥＬ素子を適用した表示パネルの構成例を示す。図１０（
Ａ）は表示パネルの平面図であり、図１０（Ｂ）は、図１０（Ａ）のＡ－Ｂ及びＣ－Ｄに
おける断面図である。素子基板４１０は、シール材４０５によって封止基板４０４と固着
されており、駆動回路部（ソース側駆動回路４０１、ゲート側駆動回路４０３）、複数の
画素を含む画素部４０２を有している。
【０２１０】
なお、配線４０８はソース側駆動回路４０１及びゲート側駆動回路４０３に入力される信
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号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるＦＰＣ（フレキシブルプリントサー
キット）４０９からビデオ信号、クロック信号、スタート信号、リセット信号等を受け取
る。なお、ここではＦＰＣしか図示されていないが、このＦＰＣにはプリント配線基板（
ＰＷＢ）が取り付けられていても良い。本明細書における表示パネルには、表示パネル本
体だけでなく、それにＦＰＣまたはＰＷＢが取り付けられた状態も含むものとする。
【０２１１】
素子基板４１０上には駆動回路部（ソース側駆動回路４０１、ゲート側駆動回路４０３）
及び画素部４０２が形成されている。図１０（Ｂ）では、駆動回路部であるソース側駆動
回路４０１と、画素部４０２中の３つの画素を示す。
【０２１２】
本実施の形態では、青（Ｂ）の画素４２０ａ、緑（Ｇ）の画素４２０ｂ、赤（Ｒ）の画素
４２０ｃ、３色の画素を有する例を示す。なお、本実施の形態はこれに限られず、画素部
４０２に少なくとも２色以上の画素を含むことで、多色表示を行う表示パネルとすること
ができる。または、単色表示を行う表示パネルとしてもよい。
【０２１３】
画素４２０ａ、４２０ｂ、４２０ｃはそれぞれ、カラーフィルタ層４３４ａ、４３４ｂ、
４３４ｃと、発光素子４１８ａ、４１８ｂ、４１８ｃと、該発光素子４１８ａ、４１８ｂ
、４１８ｃと電気的に接続し、スイッチング用トランジスタとして機能するトランジスタ
４１２ａ、４１２ｂ、４１２ｃと、を有している。また、トランジスタ４１２ａ、４１２
ｂ、及び４１２ｃは、遮光層４３５に重畳する。
【０２１４】
カラーフィルタ層はそれぞれ各画素の色に対応して設ければよく、例えば、青（Ｂ）の画
素４２０ａのカラーフィルタ層４３４ａを青色とし、緑（Ｇ）の画素４２０ｂのカラーフ
ィルタ層４３４ｂを緑色とし、赤（Ｒ）の画素４２０ｃのカラーフィルタ層４３４ｃを赤
色とすればよい。
【０２１５】
また、発光素子４１８ａ、４１８ｂ、４１８ｃはそれぞれ反射性を有する電極４１３ａ、
４１３ｂ、４１３ｃと、ＥＬ層４３１と、透光性を有する電極４３３と、を有する。反射
性を有する電極４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃ及び透光性を有する電極４３３は、一方が
陽極として用いられ、他方が陰極として用いられる。
【０２１６】
ＥＬ層４３１は、少なくとも発光層を有する。また、ＥＬ層４３１は、発光層の他に正孔
注入層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層等を有する積層構造とすることもできる。
また、ＥＬ層を複数層積層させてもよく、ＥＬ層の一と他のＥＬ層との間に電荷発生層を
設けてもよい。なお、陽極と陰極の間に発光層を複数層積層することで、例えば白色発光
を呈する発光素子とすることができる。
【０２１７】
なお、反射性を有する電極４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃとＥＬ層４３１との間に、透光
性を有する導電層４１５ａ、４１５ｂ、４１５ｃをそれぞれ設けてもよい。該透光性を有
する導電層４１５ａ、４１５ｂ、４１５ｃは、それぞれの画素において反射性を有する電
極４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃと透光性を有する電極４３３との光学距離を調整する機
能を有する。各発光素子でマイクロキャビティにより所望のスペクトルを増強させること
で、色純度の高い表示パネルを実現できる。
【０２１８】
なお、図１０（Ｂ）では、白色発光する発光素子及びカラーフィルタを組み合わせたトッ
プエミッション構造の表示パネルについて説明したが、当該表示パネルとして、塗り分け
方式により形成した発光素子のトップエミッション構造の表示パネルを適用することも可
能である。なお、塗りわけ方式とは、各画素にＲＧＢの材料を蒸着法などにより塗り分け
る方式である。
【０２１９】
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ただし、発光層を画素毎にメタルマスクにより塗り分けせず、連続膜で形成することによ
り、メタルマスクを用いることによる歩留まりの低下や工程の複雑化を回避することがで
きる。よって高精細で色再現性の高い表示パネルを実現することが可能となる。
【０２２０】
なお、ソース側駆動回路４０１はｎチャネル型トランジスタ４２３とｐチャネル型トラン
ジスタ４２４とを組み合わせたＣＭＯＳ回路が形成される。また、駆動回路は、トランジ
スタで形成される種々のＣＭＯＳ回路、ＰＭＯＳ回路またはＮＭＯＳ回路で形成しても良
い。また、本実施の形態では、基板上にソース側駆動回路及びゲート側駆動回路を形成す
る例を示すが、必ずしもその必要はなく、ソース側駆動回路及びゲート側駆動回路の一部
、または全部を基板上ではなく外部に形成することもできる。また、ｎチャネル型トラン
ジスタ４２３及びｐチャネル型４２４は、遮光層４３５に重畳する。
【０２２１】
なお、反射性を有する電極４１３ａ、４１３ｂ、４１３ｃ及び透光性を有する導電層４１
５ａ、４１５ｂ、４１５ｃの端部を覆って絶縁物４１４が形成されている。ここでは、ポ
ジ型の感光性アクリル樹脂膜を用いることにより形成する。
【０２２２】
また、被覆性を良好なものとするため、絶縁物４１４の上端部または下端部に曲率を有す
る曲面が形成されるようにする。例えば、絶縁物４１４の材料としてポジ型の感光性アク
リルを用いた場合、絶縁物４１４の上端部のみに曲率半径（０．２μｍ以上３μｍ以下）
を有する曲面を持たせることが好ましい。また、絶縁物４１４として、光の照射によって
エッチャントに不溶解性となるネガ型、或いは光の照射によってエッチャントに溶解性と
なるポジ型のいずれも使用することができる。
【０２２３】
さらにシール材４０５で封止基板４０４を素子基板４１０と貼り合わせることにより、素
子基板４１０、封止基板４０４、及びシール材４０５で囲まれた空間４０７に発光素子４
１８ａ、４１８ｂ、４１８ｃが備えられた構造になっている。なお、空間４０７には、充
填材が充填されており、不活性気体（窒素やアルゴン等）が充填される場合の他、有機樹
脂、シール材４０５で充填される場合もある。有機樹脂及びシール材４０５には吸湿性を
有する物質を含む材料を用いてもよい。
【０２２４】
なお、シール材４０５にはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、これらの材料は
できるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、封止基板４０４に
用いる材料としてガラス基板や石英基板の他、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎ
ｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）、ＰＶＦ（ポリビニルフロライド）、ポリエステルま
たはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。
【０２２５】
本実施の形態のように、下地膜となる絶縁膜４１１を素子基板４１０とトランジスタの半
導体層の間に設けてもよい。絶縁膜は、素子基板４１０からの不純物元素の拡散を防止す
る機能があり、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、または酸化窒化
シリコン膜から選ばれた一または複数の膜による単層、または積層構造により形成するこ
とができる。
【０２２６】
本実施の形態において、表示パネルに適用できるトランジスタの構造は特に限定されず、
例えばトップゲート構造、またはボトムゲート構造のスタガ型及びプレーナ型などを用い
ることができる。また、トランジスタはチャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲー
ト構造でも、２つ形成されるダブルゲート構造もしくは３つ形成されるトリプルゲート構
造であっても良い。また、チャネル形成領域の上下にゲート絶縁層を介して配置された２
つのゲート電極層を有する、デュアルゲート型でもよい。
【０２２７】
ゲート電極層の材料は、モリブデン、チタン、クロム、タンタル、タングステン、アルミ
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ニウム、銅、ネオジム、スカンジウム等の金属材料またはこれらを主成分とする合金材料
を用いて、単層でまたは積層して形成することができる。
【０２２８】
例えば、ゲート電極層の２層の積層構造としては、アルミニウム層上にモリブデン層が積
層された２層の積層構造、または銅層上にモリブデン層を積層した２層構造、または銅層
上に窒化チタン層若しくは窒化タンタル層を積層した２層構造、窒化チタン層とモリブデ
ン層とを積層した２層構造とすることが好ましい。３層の積層構造としては、タングステ
ン層または窒化タングステン層と、アルミニウムとシリコンの合金層またはアルミニウム
とチタンの合金層と、窒化チタン層またはチタン層とを積層した積層構造とすることが好
ましい。
【０２２９】
ゲート絶縁層は、プラズマＣＶＤ法またはスパッタリング法等を用いて、酸化シリコン層
、窒化シリコン層、酸化窒化シリコン層または窒化酸化シリコン層を単層でまたは積層し
て形成することができる。また、ゲート絶縁層として、有機シランガスを用いたＣＶＤ法
により酸化シリコン層を形成することも可能である。有機シランガスとしては、珪酸エチ
ル（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、テトラメチルシラン（ＴＭＳ：化学式Ｓ
ｉ（ＣＨ３）４）、テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチル
シクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエ
トキシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（
ＣＨ３）２）３）等のシリコン含有化合物を用いることができる。
【０２３０】
半導体層に用いる材料は特に限定されず、トランジスタ４１２ａ、４１２ｂ、４１２ｃ、
４２３、４２４に要求される特性に応じて適宜設定すればよい。半導体層に用いることの
できる材料の例を説明する。
【０２３１】
半導体層を形成する材料としては、シランやゲルマンに代表される半導体材料ガスを用い
て気相成長法やスパッタリング法で作製される非晶質（アモルファスともいう。）半導体
、該非晶質半導体を光エネルギーや熱エネルギーを利用して結晶化させた多結晶半導体、
或いは微結晶半導体などを用いることができる。半導体層はスパッタリング法、ＬＰＣＶ
Ｄ法、またはプラズマＣＶＤ法等により成膜することができる。
【０２３２】
半導体層として、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体を用いることができる。半
導体層として単結晶半導体を用いると、トランジスタサイズを微細化することが可能とな
るため、表示部において画素をさらに高精細化することができる。半導体層として単結晶
半導体を用いる場合には、単結晶半導体層が設けられたＳＯＩ基板を適用することができ
る。または、シリコンウエハ等の半導体基板を用いてもよい。
【０２３３】
アモルファス半導体としては、代表的には水素化アモルファスシリコン、結晶性半導体と
しては代表的にはポリシリコンなどがあげられる。ポリシリコン（多結晶シリコン）には
、８００℃以上のプロセス温度を経て形成されるポリシリコンを主材料として用いた所謂
高温ポリシリコンや、６００℃以下のプロセス温度で形成されるポリシリコンを主材料と
して用いた所謂低温ポリシリコン、また結晶化を促進する元素などを用いて、非晶質シリ
コンを結晶化させたポリシリコンなどを含んでいる。もちろん、前述したように、微結晶
半導体または半導体層の一部に結晶相を含む半導体を用いることもできる。
【０２３４】
また、酸化物半導体を用いてもよく、酸化物半導体としては、四元系金属酸化物であるＩ
ｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系や、三元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ
－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－
Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系や、二元系金属酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓ
ｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｍｇ
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－Ｏ系、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏ系や、Ｉｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｏ系、Ｚｎ－Ｏ系などを用いることが
できる。また、上記酸化物半導体にＳｉＯ２を含んでもよい。ここで、例えば、Ｉｎ－Ｇ
ａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体とは、少なくともＩｎとＧａとＺｎを含む酸化物であり、そ
の組成比に特に制限はない。また、ＩｎとＧａとＺｎ以外の元素を含んでもよい。
【０２３５】
また、酸化物半導体層は、化学式ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される薄膜を
用いることができる。ここで、Ｍは、Ｇａ、Ａｌ、ＭｎおよびＣｏから選ばれた一または
複数の金属元素を示す。例えばＭとして、Ｇａ、Ｇａ及びＡｌ、Ｇａ及びＭｎ、またはＧ
ａ及びＣｏなどがある。
【０２３６】
また、酸化物半導体としてＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系の材料を用いる場合、原子数比で、Ｉｎ／Ｚ
ｎ＝０．５～５０、好ましくはＩｎ／Ｚｎ＝１～２０、さらに好ましくはＩｎ／Ｚｎ＝１
．５～１５とする。Ｚｎの原子数比を好ましい前記範囲とすることで、トランジスタの電
界効果移動度を向上させることができる。ここで、化合物の原子数比がＩｎ：Ｚｎ：Ｏ＝
Ｘ：Ｙ：Ｚのとき、Ｚ＞１．５Ｘ＋Ｙとする。
【０２３７】
酸化物半導体層として、単結晶構造ではなく、非晶質構造でもない構造であり、ＣＡＡＣ
－ＯＳである酸化物半導体層を用いることができる。
【０２３８】
ソース電極層またはドレイン電極層として機能する配線層の材料としては、Ａｌ、Ｃｒ、
Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述
した元素を組み合わせた合金膜等が挙げられる。また、熱処理を行う場合には、この熱処
理に耐える耐熱性を導電膜に持たせることが好ましい。例えば、Ａｌ単体では耐熱性が劣
り、また腐蝕しやすい等の問題点があるので耐熱性導電性材料と組み合わせて形成する。
Ａｌと組み合わせる耐熱性導電性材料としては、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、タ
ングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、スカンジ
ウム（Ｓｃ）から選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金か、上述した元素
を組み合わせた合金膜、または上述した元素を成分とする窒化物で形成する。
【０２３９】
トランジスタを覆う絶縁膜４１９は、乾式法や湿式法で形成される無機絶縁膜、有機絶縁
膜を用いることができる。例えば、ＣＶＤ法やスパッタリング法などを用いて得られる窒
化シリコン膜、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化タンタ
ル膜、酸化ガリウム膜などを用いることができる。また、ポリイミド、アクリル、ベンゾ
シクロブテン、ポリアミド、エポキシ等の有機材料を用いることができる。また上記有機
材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）、シロキサン系樹脂、ＰＳＧ（リンガラス
）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）等を用いることができる。
【０２４０】
なおシロキサン系樹脂とは、シロキサン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ－Ｓ
ｉ結合を含む樹脂に相当する。シロキサン系樹脂は置換基としては有機基（例えばアルキ
ル基やアリール基）やフルオロ基を用いても良い。また、有機基はフルオロ基を有してい
ても良い。シロキサン系樹脂は塗布法により成膜し、焼成することによって絶縁膜４１９
として用いることができる。
【０２４１】
なお、これらの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、絶縁膜４１９を形成し
てもよい。例えば、無機絶縁膜上に有機樹脂膜を積層する構造としてもよい。
【０２４２】
図１１に表示素子として液晶素子を用いた表示パネルの例を示す。図１１（Ａ）は表示パ
ネルの平面図であり、図１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）のＥ－Ｆにおける断面図である。な
お、本実施の形態で示す液晶素子を含むパネルはシャッターパネルの構成に適宜用いるこ
とができる。
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【０２４３】
図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）において、第１の基板６０１上に設けられた画素部６０２
と、走査線駆動回路６０４とを囲むようにして、シール材６０５が設けられている。また
画素部６０２と、走査線駆動回路６０４の上に第２の基板６０６が設けられている。よっ
て画素部６０２と、走査線駆動回路６０４とは、第１の基板６０１とシール材６０５と第
２の基板６０６とによって、液晶層６０８と共に封止されている。
【０２４４】
図１１（Ａ）においては、第１の基板６０１上のシール材６０５によって囲まれている領
域とは異なる領域に、別途用意された基板上に単結晶半導体膜または多結晶半導体膜で形
成された信号線駆動回路６０３が実装されている。信号線駆動回路６０３と、走査線駆動
回路６０４または画素部６０２に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ６１８から供給
されている。
【０２４５】
図１１において、表示パネルは、接続端子電極６１５及び端子電極６１６を有しており、
接続端子電極６１５及び端子電極６１６はＦＰＣ６１８が有する端子と異方性導電膜６１
９を介して、電気的に接続されている。接続端子電極６１５は、液晶素子の第１の電極層
６３０と同じ導電膜から形成され、端子電極６１６は、トランジスタ６１０、トランジス
タ６１１のソース電極及びドレイン電極と同じ導電膜で形成されている。
【０２４６】
また、第１の基板６０１上に設けられた画素部６０２と、走査線駆動回路６０４は、トラ
ンジスタを複数有しており、図１１（Ｂ）では、画素部６０２に含まれるトランジスタ６
１０と、走査線駆動回路６０４に含まれるトランジスタ６１１とを例示している。
【０２４７】
図１１（Ｂ）において、表示素子である液晶素子６１３は、第１の電極層６３０、第２の
電極層６３１、及び液晶層６０８を含む。なお、液晶層６０８を挟持するように配向膜と
して機能する絶縁膜６３２、６３３が設けられている。第２の電極層６３１は第２の基板
６０６側に設けられ、第１の電極層６３０と第２の電極層６３１とは液晶層６０８を介し
て積層する構成となっている。
【０２４８】
また、柱状のスペーサ６３５は絶縁膜を選択的にエッチングすることで得られる。液晶層
６０８の膜厚（セルギャップ）を制御するために設けられている。なお球状のスペーサを
用いていても良い。
【０２４９】
表示素子として、液晶素子を用いる場合、サーモトロピック液晶、低分子液晶、高分子液
晶、高分子分散型液晶、強誘電性液晶、反強誘電性液晶等を用いることができる。これら
の液晶材料は、条件により、コレステリック相、スメクチック相、キュービック相、カイ
ラルネマチック相、等方相等を示す。
【０２５０】
また、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つで
あり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直
前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善
するために数重量％以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層に用いる。
ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が１ｍｓｅｃ以下と短
く、光学的等方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。また配向膜
を設けなくてもよいのでラビング処理も不要となるため、ラビング処理によって引き起こ
される静電破壊を防止することができ、作製工程中の表示パネルの不良や破損を軽減する
ことができる。よって表示パネルの生産性を向上させることが可能となる。
【０２５１】
また、液晶材料の固有抵抗率は、１×１０９Ω・ｃｍ以上であり、好ましくは１×１０１

１Ω・ｃｍ以上であり、さらに好ましくは１×１０１２Ω・ｃｍ以上である。なお、本明
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細書における固有抵抗率の値は、２０℃で測定した値とする。
【０２５２】
液晶素子を有する表示パネル（液晶表示パネル）には、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａ
ｔｉｃ）モード、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ－Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＦＦＳ（Ｆ
ｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、ＡＳＭ（Ａｘｉａｌｌｙ　Ｓｙ
ｍｍｅｔｒｉｃ　ａｌｉｇｎｅｄ　Ｍｉｃｒｏ－ｃｅｌｌ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃ
ａｌ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ　Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ）モード、ＦＬＣ（Ｆｅｒ
ｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モード、ＡＦＬＣ（ＡｎｔｉＦ
ｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ）モードなどを用いることが
できる。
【０２５３】
また、ノーマリーブラック型の液晶表示パネル、例えば垂直配向（ＶＡ）モードを採用し
た透過型の液晶表示パネルとしてもよい。ここで、垂直配向モードとは、液晶表示パネル
の液晶分子の配列を制御する方式の一種であり、電圧が印加されていないときにパネル面
に対して液晶分子が垂直方向を向く方式である。垂直配向モードとしては、いくつか挙げ
られるが、例えば、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎ
ｍｅｎｔ）モード、ＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎ
ｔ）モード、ＡＳＶ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｕｐｅｒ　Ｖｉｅｗ）モードなどを用いるこ
とができる。また、画素（ピクセル）をいくつかの領域（サブピクセル）に分け、それぞ
れ別の方向に分子を倒すよう工夫されているマルチドメイン化あるいはマルチドメイン設
計といわれる方法を用いることができる。
【０２５４】
また、本実施の形態で示す表示パネルにおいて、ブラックマトリクス（遮光層）、偏光部
材、位相差部材、反射防止部材などの光学部材（光学基板）などは適宜設ける。例えば、
偏光基板及び位相差基板による円偏光を用いてもよい。また、液晶表示パネルの光源とし
てバックライト、サイドライトなどを用いてもよい。
【０２５５】
また、画素部における表示方式は、プログレッシブ方式やインターレース方式等を用いる
ことができる。また、カラー表示する際に画素で制御する色要素としては、ＲＧＢ（Ｒは
赤、Ｇは緑、Ｂは青を表す）の三色に限定されない。例えば、ＲＧＢＷ（Ｗは白を表す）
、またはＲＧＢに、イエロー、シアン、マゼンタ等を一色以上追加したものがある。なお
、色要素のドット毎にその表示領域の大きさが異なっていてもよい。ただし、本実施の形
態はカラー表示の表示パネルに限定されるものではなく、モノクロ表示の表示パネルに適
用することもできる。
【０２５６】
以上で示した本実施の形態の表示パネルを、実施の形態１で示した表示パネルとして適用
することで、本発明の一態様の表示装置を得ることができる。
【０２５７】
なお、本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施すること
が可能である。
【０２５８】
（実施の形態４）
本発明の一態様に係る表示装置は、ノート型パーソナルコンピュータ、記録媒体を備えた
画像再生装置（代表的にはＤＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ等の
記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを有する装置）に用いることがで
きる。その他に、本発明の一態様に係る表示装置を用いることができる電子機器として、
携帯電話、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、電子書籍、ビデオカメラ、デジタルスチルカ
メラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシステ
ム、音響再生装置（カーオーディオ、デジタルオーディオプレイヤー等）、複写機、ファ
クシミリ、プリンター、プリンター複合機、現金自動預け入れ払い機（ＡＴＭ）、自動販
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売機などが挙げられる。本実施の形態においては、これら電子機器の具体例について図１
２を参照して説明する。
【０２５９】
図１２（Ａ）は携帯型ゲーム機であり、筐体５００１、筐体５００２、表示部５００３、
表示部５００４、マイクロホン５００５、スピーカー５００６、操作キー５００７、スタ
イラス５００８等を有する。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５００３または表
示部５００４に用いることができる。表示部５００３または表示部５００４に本発明の一
態様に係る表示装置を用いることで、利便性に優れた３次元画像の表示を行うことができ
る携帯型ゲーム機を提供することができる。なお、図１２（Ａ）に示した携帯型ゲーム機
は、２つの表示部５００３と表示部５００４とを有しているが、携帯型ゲーム機が有する
表示部の数は、これに限定されない。
【０２６０】
図１２（Ｂ）はノート型パーソナルコンピュータであり、筐体５２０１、表示部５２０２
、キーボード５２０３、ポインティングデバイス５２０４等を有する。本発明の一態様に
係る表示装置は、表示部５２０２に用いることができる。表示部５２０２に本発明の一態
様に係る表示装置を用いることで、利便性に優れた３次元画像の表示を行うことができる
ノート型パーソナルコンピュータを提供することができる。
【０２６１】
図１２（Ｃ）は携帯情報端末であり、筐体５４０１、表示部５４０２、操作キー５４０３
等を有する。本発明の一態様に係る表示装置は、表示部５４０２に用いることができる。
表示部５４０２に本発明の一態様に係る表示装置を用いることで、利便性に優れた３次元
画像の表示を行うことができる携帯情報端末を提供することができる。
【０２６２】
本実施の形態は、他の実施の形態に記載した構成と適宜組み合わせて実施することが可能
である。
【符号の説明】
【０２６３】
１０　　表示パネル
２０　　シャッターパネル
２０Ａ　　基板
２０Ｂ　　基板
３１　　左目
３２　　右目
１００　　画素
２０１　　電極
２０２　　トランジスタ
２０３　　制御回路
２０４　　電極
２０５　　トランジスタ
２０６　　制御回路
２１１　　液晶層
２１２　　絶縁層
２１３　　半導体層
２１４　　光学シャッター領域
２１４Ａ　　黒色部
２１４Ｂ　　白色部
２１５　　半導体層
２１６　　絶縁層
３００　　表示装置
３０１　　視認者
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３０２　　表示部
３０３　　距離センサ
３０４　　角度センサ
３１１　　表示パネル
３１２　　シャッターパネル
３１３　　アプリケーションプロセッサ
３１４　　表示パネル制御回路
３１５　　シャッターパネル制御回路
３１６　　センサ制御回路
３１７　　回路
３１８　　メモリ
４０１　　ソース側駆動回路
４０２　　画素部
４０３　　ゲート側駆動回路
４０４　　封止基板
４０５　　シール材
４０７　　空間
４０８　　配線
４０９　　ＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）
４１０　　素子基板
４１１　　絶縁膜
４１２ａ　　トランジスタ
４１３ａ　　電極
４１４　　絶縁物
４１５ａ　　導電層
４１８ａ　　発光素子
４１９　　絶縁膜
４２０ａ　　画素
４２０ｂ　　画素
４２０ｃ　　画素
４２３　　ｎチャネル型トランジスタ
４２４　　ｐチャネル型トランジスタ
４３１　　ＥＬ層
４３３　　電極
４３４ａ　　カラーフィルタ層
４３４ｂ　　カラーフィルタ層
４３４ｃ　　カラーフィルタ層
４３５　　遮光層
５０１　　基板
５０２　　ゲート電極層
５０３　　ゲート絶縁層
５０４　　導電層
５０５　　導電層
５０６　　電極層
５０７　　絶縁層
５０８　　絶縁層
５０９　　コンタクトホール
５１０　　基板
５３２　　ゲート電極層
５３６　　電極層
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５５０　　容量素子
５５１　　容量素子
６０１　　基板
６０２　　画素部
６０３　　信号線駆動回路
６０４　　走査線駆動回路
６０５　　シール材
６０６　　基板
６０８　　液晶層
６１０　　トランジスタ
６１１　　トランジスタ
６１３　　液晶素子
６１５　　接続端子電極
６１６　　端子電極
６１８　　ＦＰＣ
６１９　　異方性導電膜
６３０　　電極層
６３１　　電極層
６３２　　絶縁膜
６３３　　絶縁膜
６３５　　スペーサ
５００１　　筐体
５００２　　筐体
５００３　　表示部
５００４　　表示部
５００５　　マイクロホン
５００６　　スピーカー
５００７　　操作キー
５００８　　スタイラス
５２０１　　筐体
５２０２　　表示部
５２０３　　キーボード
５２０４　　ポインティングデバイス
５４０１　　筐体
５４０２　　表示部
５４０３　　操作キー
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